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第 1章  岐阜県強靱化計画アクションプラン 2023の策定 

 

１ アクションプラン策定の趣旨 

 

令和２年度から５年間の強靱化の推進方針を示した第２期岐阜県強靱化計画（以下

「強靱化計画」という。）の着実な推進を図るため、施策分野ごとの主要施策を明らかにし

た「岐阜県強靱化計画アクションプラン」（以下「アクションプラン」という。）を毎年度定める

こととしている。 

強靱化の取組みについては、アクションプランにおいて、詳細な事業・施策を具体化し、

強靱化計画と一体的に推進していくこととする。 

 

 

 

２ 施策の重点化 

 

限られた資源で効率的・効果的に本県の強靱化を進めるには、施策の優先順位付け

を行い、優先順位の高いものについて重点化しながら進める必要がある。強靱化計画で

は施策項目単位で施策の重点化を図ることとし、施策の進捗状況、計画策定後の災害か

ら得られた教訓、社会情勢の変化等を踏まえ、４６の重点化すべき施策項目を次頁のと

おり設定した。これにより毎年度の予算編成や国への施策提案に反映することとする。 
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【重点化施策項目】 
 

施策分野 

施 策 項 目 

重点化施策項目  

（１）交通・物流 

・道路ネットワークの整備 

・孤立・大雪対策の推進 

・リニア中央新幹線の整備促進 

・道路啓開の迅速な実施 

・無電柱化の推進 

・鉄道の老朽化対策・存続支援 

・運輸・交通事業者の災害対応力強化 

（２）国土保全 

・総合的な水害・土砂災害対策の推進 

・治山ダム等の整備・機能強化 

・火山災害対策の推進 

・亜炭鉱廃坑対策の推進 

・地盤沈下対策の推進 

（３）農林水産 

・農業用排水機場の整備 

・農業用ため池の防災対策の推進 

・農地・農業水利施設等の適切な保全管理 

・農林道の整備 

・災害に強い森林づくり 

・都市農村交流の推進 

・農業集落排水施設の機能保全 

（４）都市・住宅／ 

土地利用 

・住宅・建築物の耐震化・防火対策の促進 

・空家対策の推進 

・大規模盛土造成地対策の実施 

・被災住宅への支援 

・避難所の防災機能・生活環境の向上 

・帰宅困難者対策の推進 

・応急住宅の円滑かつ迅速な供給 

・水資源の有効活用 

・市街地整備の促進 

・立地適正化計画の策定促進 

・地籍調査の促進 

・文化財の保護対策の推進 

・環境保全の推進 

（５）保健医療・ 

福祉 

・災害医療体制の充実 

・避難所環境の充実 

・福祉避難所の運営体制確保 

・社会福祉施設等への支援 

・災害拠点病院等の耐震化の促進 

・医療施設等におけるエネルギー確保 

・救急医療提供体制の強化 

・災害時健康管理体制の整備 

・医療・介護人材の育成・確保 

（６）産業 

・ＢＣＰ等の策定支援 

・本社機能の誘致・企業立地の促進 

・観光地等の風評被害防止対策の推進 

・建設業ＢＣＭの普及・策定支援 

（７）ライフライン・

情報通信 

・総合的な大規模停電対策の推進 

・上下水道施設の耐震・老朽化対策の推進 

・分散型電源としての再生可能エネルギー

の活用 

・下水道における業務継続体制の整備 

・合併浄化槽への転換促進 

・道路啓開の迅速な実施 

・無電柱化の推進 

・電気事業者の災害対応力強化 

・情報通信事業者の災害対応力強化 

・ガス事業者の災害対応力強化 
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（８）行政機能 

【行政】 

・災害初動対応力の強化 

・防災拠点機能の強化 

・災害対策用資機材の確保・充実 

・住民への情報伝達の強化と伝達手段の

多様化 

・切れ目のない被災者生活再建支援 

 

・広域連携の推進 

・防災情報通信システム及び行政情報

通信基盤の耐災害性強化 

・業務継続体制の整備 

・非常用物資の備蓄促進 

【警察・消防】 

・災害対応力強化のための資機材整備 

・警察庁舎等の整備・耐災害性強化 

・交通信号機等の耐災害性の強化 

・消防団員、水防団員等人材の確保・育成 

・消防力の強化 

 

・警察災害派遣隊の体制強化 

・ヘリコプター広域応援体制の整備 

・バックアップ体制の整備 

・業務継続体制の整備 

・緊急消防援助隊の体制強化 

（９）環境 
・災害廃棄物対策の推進 ・有害物質対策の検討 

・河川に流出したごみ等の撤去 

(10)リスクコミュニ

ケーション／

防災教育・人

材育成 

・防災教育の推進 

・住民主体での避難対策の強化 

・要配慮者支援の推進 

・防災人材の育成 

・建設業の担い手育成・確保 

・コミュニティ活動の担い手養成 

(11)官民連携 

・支援物資供給等に係る官民の連携体制

の強化 

・災害ボランティアの受入・連携体制の構

築、支援職員の養成 

・救出救助に係る連携体制の強化 

・防災・減災データの提供推進 

(12)メンテナンス・

老朽化対策 

・社会資本の適切な維持管理 ・情報収集手段の多様化 

・公共施設等の維持管理 

・メンテナンスに関する人材の養成 

・市町村に対する技術的支援 
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第２章  令和 5年度に実施する主要施策 
 

強靱化計画における「強靱化の推進方針」に基づき、令和 5 年度において取り組む主

要施策は、次のとおりである。 

これらの実施にあたっては、限られた資源で効率的・効果的に本県の強靱化を進め

るため、前頁に掲げる重点化施策項目について、特に取組みの推進に努めるものとす

る。 

 

（１） 交通・物流  ～交通ネットワークの強化～ 

（道路ネットワークの整備） 

○東海環状自動車道西回り区間及びＩＣアクセス道路の整備 ［国・県・民間］ 

・国に要請している早期全線開通を見据え、東海環状自動車道の未供用区間の工事の実施、一般国道

２５６号 高富バイパスをはじめとするアクセス道路の整備を推進する。 

［主な整備箇所］ 

＜直轄事業＞ 

（道路整備） 東海環状自動車道（西回り区間） 

＜県事業＞ 

（道路整備） （国）２５６号 高富バイパス（山県市） 

（主）岐阜美山線 折立Ⅰ期工区（岐阜市） 

（一）屋井黒野線 見延・下西郷工区（本巣市～岐阜市） 他 

 

○濃飛横断自動車道の整備推進 ［県］ 

・リニア中央新幹線開業に向け、リニア岐阜県駅アクセス道路の南北軸として、中津川工区をはじめ

とした整備や未整備区間の調査を推進する。 

 

○県土強靱化に資する道路ネットワークの整備及び機能強化 ［県］ 

・近い将来、発生が懸念される南海トラフ地震や頻発する豪雨災害に備え、孤立防止や迂回路として

も機能する緊急輸送道路等の拡幅やバイパス整備等を推進する。 

［主な整備箇所］ 

＜県事業＞ 

（道路整備） （国）３０３号 西横山バイパス（揖斐川町） 他 

（橋梁耐震） （国）２４８号 国長橋（多治見市） 

（斜面対策） （国）２５６号 入間工区（郡上市）  他
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○地域活性化や地域の安全・安心につながる幹線道路等の整備 ［県］ 

・災害時における孤立地域の解消、有効な救援物資の輸送、観光交流、産業振興や道路利用者の安全

を確保するため、幹線道路を中心とした道路ネットワークの整備や歩道整備、防護柵・道路標識の

整備等、必要な安全対策を推進する。 

［主な整備箇所］ 

＜直轄事業＞ 

（道路整備） 中部縦貫自動車道高山清見道路（高山市） 

（国）１９号 瑞浪恵那道路（瑞浪市～恵那市） 他 

＜県事業＞ 

（道路整備） 濃飛横断自動車道 中津川工区（中津川市） 

（国）２４８号 関バイパス  （関市） 

（一）扶桑各務原線 新愛岐道路（各務原市） 

（一）養老垂井線 橋爪大橋工区（養老町） 

（一）大垣江南線 長良川新橋工区（安八町～羽島市）他 

（歩道整備等） （国）４１７号（池田町） 

（一）富加美濃線（関市） 

（一）谷高山線（飛騨市）他 

 

○豪雨時における道路冠水対策の推進 ［県］ 

・豪雨時における道路の機能維持及び安全確保を図るため、河川からの溢水による道路冠水等の情報

をリアルタイムに把握し速やかに規制する体制整備を推進する。 

［主な整備箇所］ （主）大和美並線（郡上市） 他 

 

○トンネル照明の LED化の推進 ［県］ 

・災害時の電力供給の制約によりトンネル照明が消灯することのないよう、消費電力を削減できるト

ンネル照明のＬＥＤ化を推進する。 

［主な整備箇所］ （主）岐阜美濃線 大蔵山トンネル （岐阜市） 他 

 

○都市の骨格を形成する街路の整備 ［県］ 

・東海環状自動車道インターチェンジへのアクセス道路等、都市の骨格を形成し、災害時・緊急時の

輸送路としての機能も有する街路の整備を着実に実施する。 

［主な整備箇所］ 

＜県事業＞ （都）岐阜駅城田寺線（岐阜市） 

（都）犬山東町線バイパス（各務原市） 
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（都）岐阜鵜沼線（各務原市） 

（都）新所平島線（岐南町） 

（都）大垣関ケ原線（垂井町） 

（都）大垣神戸大野線（神戸町・大野町） 

（都）大野揖斐川線（大野町） 

（都）新土岐津線（土岐市） 

（都）花里本母線（高山市） 他 

 

○安全で円滑な交通を確保する名鉄高架化事業の推進 ［県］ 

・名鉄名古屋本線の名鉄岐阜駅と岐南駅間にある交差道路では、踏切の遮断時間が長く、慢性的な交

通渋滞が生じているため、名鉄岐阜駅と岐南駅間を高架化し、安全で円滑な交通を確保する。 

 

（孤立・大雪対策の推進） 

○県管理道沿いの樹木伐採による通行安全対策の推進 ［県・市町村・民間］ 

・台風や降雪等による緊急輸送道路や孤立の恐れがある地域へ通じる道路の通行止めを未然に防ぐた

め、県管理道路沿い民有地樹木の伐採を推進する。 

 

○孤立地域対策における道路整備の推進 ［県］ 

・面積の８割を山地が占める本県の地形的特性から、大規模災害により地域の孤立が多発した場合に

は、長期間にわたり孤立状態が続くことが懸念されるため、代替ルートを含めた整備を推進する。 

［主な整備箇所］ （国）３６０号 中澤上工区（飛騨市） 他 

 

○除雪体制の強化による冬期交通の安全確保 ［県］ 

・大雪等の際には早期に通行を確保する必要があるため、除雪作業に使用する除雪機材の増強や除雪

基地の整備など除雪体制の強化を図る。 

［主な整備内容］ 

・県有除雪機械（除雪トラック等）の増強 

・除雪基地の整備 

 

○孤立発生を想定した対策の推進 ［県・市町村］ 

・地域が孤立しても自立的な生活が継続できるよう、飲料水、食料、生活用品等の個人での備蓄（１

週間分程度）を呼びかけるほか、市町村による各地域を単位とした備蓄の充実を促進する。 

 ・令和４年度に実施した揖斐川町坂内川上地区の孤立対策に関する調査結果を踏まえ、引き続き孤立 

対策の検討を進めるとともに、原子力防災対策用資機材や防災対策普及啓発用資機材の整備を図る。 
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（道路啓開の迅速な実施） 

○道路啓開訓練の実施 ［国・県・市町村・民間］ 

・発災時に道路啓開計画に基づく対応が確実かつ迅速に実施できるよう、関係機関と連携した訓練を

実施する。 

 

（無電柱化の推進） 

○無電柱化の推進 ［国・県・市町村］ 

・大規模災害の発生に備え、電柱等の倒壊から緊急輸送道路や避難路を確保するため、市街地等の幹

線道路など必要性及び整備効果が高い箇所において、無電柱化を計画的に推進する。 

［主な整備箇所］ 

＜県事業＞ （一）古川国府線（飛騨市） 

 

（リニア中央新幹線の整備促進） 

○リニア中央新幹線建設事業の促進 ［県・市町村］ 

・ＪＲ東海が行う用地取得事務を受託するなど、東海道新幹線の代替路線としても機能するリニア中

央新幹線の建設を促進する。 

 

（鉄道の老朽化対策・存続支援） 

○鉄道の施設等の老朽化対策及び活性化の推進 ［国・県・市町村・民間］ 

・第三セクター鉄道等地域鉄道の安全運行対策に係る経費を助成する。また、関係自治体や鉄道事業

者等と協力して、鉄道の利便性向上や活性化を推進する。 

 

（運輸・交通事業者の災害対応力強化） 

○非常用物資の輸送体制の整備推進 ［県・民間］ 

・災害時の緊急物資集積拠点として、県トラック協会が整備した「緊急物資輸送センター」に係る維

持経費及び県トラック協会が実施する「震災その他の災害に際し必要な物資を輸送するための体制

の整備に関する事業」に助成する。 

 

○交通事業者及び沿線自治体との情報共有 ［県・市町村・民間］ 

・県のホームページから交通事業者（鉄道事業者）の運行状況が確認できるようにするとともに、沿

線自治体へその旨周知する。 
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（２） 国土保全  ～河川、砂防、治山、火山等対策～ 

（総合的な水害・土砂災害対策の推進） 

○総合的な治水対策の推進（ハード対策） ［国・県］ 

・水害の発生頻度を低下させ、生命はもとより、財産や暮らしを守り、社会経済活動を安心して営め

るよう、近年被害を受けた河川や都市部を流れる河川等のハード対策を国の５か年加速化対策を活

用し重点的に実施する。 

・内水による浸水被害の防止・軽減のため、排水施設の強化、耐水化、操作の遠隔化を進める。 

・平成 30 年７月豪雨で甚大な浸水被害が発生した津保川において、緊急的に河道掘削等の治水対策

を実施し、早期に治水安全度の向上を図る。 

・平成 30 年７月豪雨などの災害を受けて実施した「重要インフラの緊急点検」結果等を踏まえ、洪

水時の流下阻害となる箇所の河道の掘削や樹木伐採、ダムの堆積土砂の浚渫等を進め、流下能力の

向上を図る。 

・事前放流にかかる国の方針を踏まえ、県が管理するダムについても既存施設を利用し、事前放流に

対応した運用を図る。 

・水辺を利用したまちづくりを積極的に進める市町村の取組みに関連した河川整備を図る。 

［主な整備箇所］ 

＜直轄事業＞ 長良川、揖斐川、木曽川、土岐川他の河川改修 

新丸山ダムの整備、長良川遊水地 他 

＜県事業＞  長良川、境川、鳥羽川、荒田川、石田川、五六川、大谷川、津屋川、相川、 

水門川、久々利川、加茂川、土岐川、宮川、津保川、飛騨川、千旦林川他の河

川改修、内ケ谷ダムの整備 他 

 

○総合的な治水対策の推進（ソフト対策） ［県・市町村・民間］ 

・洪水浸水想定区域図や水害危険情報図を活用した洪水ハザードマップや要配慮者利用施設の避難確

保計画の作成を促進する。 

・引き続き、危機管理型水位計や河川監視カメラ等の河川情報を分かりやすく配信し、平時からリス

クに備える取組みを進める。 

・市町村長が避難指示等を適切に発令できるよう、降雨時に、氾濫が想定される範囲毎に設定されて

いる避難指示の目安となる水位の状況等を、県土木事務所長から市町村長へきめ細かく情報提供す

る。 

・自治会等の代表者を加えた重要水防箇所の合同巡視等を実施する。 

・平成 29 年の水防法改正により要配慮者利用施設に義務付けられた避難確保計画の作成及び避難訓

練の実施を支援する。 
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・水辺の活用を進め、県民の水辺への意識を高めるミズベリングを進めることで水害・防災への

意識を深め、地域の安全・安心の向上を図る。 

 

○住民への災害リスクの周知 ［県・市町村］ 

・想定最大規模の洪水浸水想定区域図及び水害危険情報図等に基づいたハザードマップの改定・公表

を促進し、住民の防災意識を向上させる。 

 

○河川管理施設の耐震対策の重点実施 ［県］ 

・大規模地震等による河川管理施設の機能不全に伴う二次災害の発生に備えるため、復旧に時間を要

する河川構造物の耐震化を実施する。 

［主な整備箇所］ 旧水門川排水機場（大垣市） 

 

○総合的な土砂災害対策の推進（ハード対策） ［国・県］ 

・これまで進めてきた避難所・要配慮者利用施設を保全する施設整備に加え、集落や、災害時にその

機能が麻痺しないよう防災拠点（行政庁舎）を保全する施設整備についても重点的に実施する。 

［主な事業箇所］ 

＜直轄事業＞ 

（砂防事業） 越美山系砂防（揖斐川及び根尾川の上流域）、 

多治見砂防（庄内川及び木曽川流域の一部）、神通川水系砂防 

＜県事業＞ 

（砂防事業） 志津北谷（海津市）、曲坂川（東白川村）、和田洞谷（下呂市） 他 

（急傾斜地崩壊対策事業） 

岐荘ヶ丘（岐阜市）、乙原（揖斐川町）、伊深町（美濃加茂市） 他 

 

○総合的な土砂災害対策の推進（ソフト対策） ［県・市町村］ 

・土地利用状況の変化等による土砂災害警戒区域の不断の見直しを進めるとともに、指定した区域に

ついては、ホームページでの公開や現地に表示看板を設置するなどして周知する。また、降雨時の

危険度については、「ぎふ土砂災害警戒情報ポータル」により、県民に分かりやすい情報の発信に

努める。 

・平成 29 年の土砂災害防止法改正により要配慮者利用施設に義務付けられた避難確保計画の作成及

び避難訓練の実施を支援する。 

・全ての市町村において土砂災害に関する避難訓練がより多くの住民参加のもと実施できるよう、継

続的に支援する。 
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○要配慮者利用施設の避難確保計画の作成 ［県・市町村・民間］ 

・平成 29 年水防法及び土砂災害防止法の改正により要配慮者利用施設に義務付けられた避難確保計

画の作成及び避難訓練の実施を支援する。 

 

○県民協働による河川内の樹木伐採の推進 ［県・民間］ 

・洪水等の災害防止のため、県管理河川の除草や河川巡視等に取り組むボランティア団体「清流の国

ぎふリバーサポーター団体」との連携を深め、河川内樹木・竹林の監視や伐採を行い、河川維持管

理の効率化を図る。 

 

（治山施設の整備・機能強化） 

○治山施設の整備 ［県］ 

・県内には、崩壊や土砂流出等の危険が高いとされる集落が多数存在し、未だ治山事業による整備に

着手していない箇所が数多くあることから、地域森林計画に基づき、治山ダム、床固工、護岸工や

山腹工等による総合的な治山対策を実施する。 

［主な整備箇所］ 本巣市根尾大河原栃洞地区 他 

 

○流木捕捉式治山ダム等の整備 ［県］ 

・豪雨による災害では、立木の大径化による被害の拡大がみられる。このため、流木災害の危険性が

ある渓流に流木捕捉式治山ダム等の対策を実施する。 

［主な整備箇所］ 郡上市美並町大原陰地地区 他 

 

○既存治山施設の機能強化対策 ［県］ 

・豪雨による災害では、土石流や流木による被害の拡大がみられる。このため、治山ダムの袖部土石

流衝撃強化対策の実施や、最下流治山ダム（１基）に土砂ポケット確保等の対策を実施する。 

［主な整備箇所］ 本巣市根尾高尾大平山地区 他 

 

○県内民有林の航空レーザ測量・微地形図の活用 ［県］ 

・県内民有林で実施した航空レーザ測量及び地形解析の情報を、事前防災対策での山地災害危険箇所 

の把握や治山計画等において活用し、山地防災対策を進める。 

 

（火山災害対策の推進） 

○火山防災対策の総合的な推進 ［国・県・市町村・民間］ 

・「御嶽山噴火を踏まえた火山防災対策」に基づき、火山防災対策の充実強化を図る。 

・火山周辺地域の住民や児童・生徒に対する研修・教育や県職員の大学派遣による人材育成を推進する。 
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・山岳警備隊等の機能強化に向けて火山ガス検知器等の資材を整備する。 

・登山者の火山防災意識及び自らの安全確保行動の向上のため、携帯版火山防災マップを活用した啓

発を実施する。 

・市町村が実施する火山防災対策に対し、支援を行う。 

 

（亜炭鉱廃坑対策の推進） 

○亜炭鉱廃坑対策のための調査研究等の実施 ［国・県・市町・民間］ 

・「南海トラフ巨大地震に備えた亜炭鉱跡対策事業」により、亜炭鉱跡防災対策における防災工事を

実施する。 

・「南海トラフ巨大地震に備えた亜炭鉱跡対策事業」の成果・課題等の整理、効率的な工法・調査手

法の検討、亜炭鉱廃坑対象地域の空洞状況調査等を実施する。 

 

（地盤沈下対策の推進） 

○水準測量及び地下水位観測の実施  [国・県・市町] 

・岐阜及び西濃地域における地盤沈下の状況を把握するため、水準測量及び地下水位観測を実施する。 

 

（盛土規制に係る連携の推進） 

○盛土規制に係る連携の推進 ［県・市町村］  

・盛土規制に関する連携会議の開催を通じ、盛土に係る関係法令に基づく許可状況や不適正事案に関

する情報を共有のうえ、行為者等に対する指導等を行う。 

・県民からの通報等により、現場の状況把握や現地確認が必要な事案に対しては、ドローンを活用し

た空撮や、専門家による現地調査等を行い、関係法令に基づき対処する。 

 

（盛土の安全確保対策の推進） 

○盛土規制区域の指定に向けた調査の実施 ［県・市］ 

・「盛土規制法」に基づく行為規制区域の指定に必要な調査について、県全域を対象に実施する。 

 

 

（３） 農林水産  ～災害に強い農地・森林づくり～ 

（農業用排水機場の整備） 

○農業用排水機場の更新整備と耐震対策の推進 ［国・県・市町村］ 

・老朽化した農業用排水機場を更新整備するとともに、長期的な施設機能確保に向けた機能保全対策

を実施する。 

・農業用排水機場の適正な維持管理による長寿命化を図るため、施設の管理者である市町村等に対し、
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施設の点検や専門的指導等に係る経費を助成する。 

［主な整備地区］ 鵜森三郷、鵜森 等 ７地区 

 

（農業用ため池の防災対策の推進） 

○農業用ため池の耐震対策の推進 ［国・県・市町村］ 

・地震や洪水等で決壊した場合に農地や民家に被害を及ぼす恐れのある防災重点農業用ため池を改修

する。 

［主な整備地区］ 松尾、苧ヶ瀬池 等 60地区 

 

（農地・農業水利施設等の適切な保全管理） 

○農地等の地域資源を守る共同活動等の推進 ［国・県・市町村・民間］ 

・農村集落において、農業農村の持つ多面的機能の維持・発揮のために必要な、水路の草刈りや水路

の泥上げ、水路の軽微な補修等や水田の貯留機能向上を図る地域住民による共同活動及び継続的な

営農活動を実施する集落等を支援する。 

 

○鳥獣害の防護と捕獲の一体的推進 ［国・県・市町村・民間］ 

・効果的な鳥獣害対策実施のため、集落単位で行う追い払いや捕獲、防護柵の設置などを支援するほ

か、捕獲個体の処理加工施設の整備や「ぎふジビエ」としての利活用推進等を支援する。  

・漁業被害を及ぼすカワウについては、コロニーや飛来地での捕獲や追い払いを支援するとともに、

ドローンによる追い払いやテグス張り、繁殖抑制などの技術について検証する。 

 

○農業用用排水路の機能保全対策の推進 ［国・県・市町村・民間］ 

・農業用用排水路の長期的な施設機能確保に向けた機能診断、機能保全計画の策定を進めるとともに、

更新整備や補修等の保全対策等を実施する。 

・施設管理者の技術力向上や施設監視体制を強化するため、研修会等を開催し、農業用水路の適正な

維持管理による長寿命化を図る。 

［主な整備地区］ 柿之木戸用水二期、揖斐川以東第三期 等 28地区 

 

○災害時における農業用ハウスの被害防止の推進 ［国・県・市町村］ 

・事業継続計画の策定や、農業用ハウスの補強等の実施を支援する。 

 

（都市農村交流の推進） 

○都市農村交流の推進 ［県・民間］ 

・地域の取組みの核となる指導者等を育成するとともに、グリーンツーリズム実践団体等で構成され
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る「ぎふの田舎へいこう！」推進協議会の活動を支援する。 

・企業の農村ワーケーションへの参加意向等を把握するほか、滞在型プランの一体的かつ効果的な情

報発信に向け、県内実践地域の調査等を実施する。 

 

（農業集落排水施設の機能保全） 

○農業集落排水施設の機能保全対策の推進 ［国・県・市町村］ 

・長期的な汚水処理機能の確保のため、農業集落排水施設の施設管理者である市町村に対し、機能診

断や施設の機能保全対策に係る経費を助成する。 

［主な実施地区］ 東外山 等 ５地区（機能保全対策） 

         早野  等 ３地区（計画策定） 

 

（農林道の整備） 

○基幹的農道の整備と農道橋の耐震対策の推進 ［国・県・市町村］ 

・避難路や代替輸送路機能を確保するため、基幹的農道の整備や農道橋の耐震対策等を推進する。 

［主な整備地区］ 郡上南部、下呂中央３期、高鷲北部 等 16地区 

 

○林道整備の推進 ［国・県・市町村］ 

・地域森林計画の「林道の開設及び拡張に関する計画」に掲載されている林道の橋梁等林道施設の保

全整備、及び林道の開設や改良、舗装事業を推進する。 

［主な整備箇所］ 林道施設の改良・保全整備 城ヶ洞線 等    18箇所 

            林道の開設等       春日・久瀬線 等 ９箇所 

 

（災害に強い森林づくり） 

○水源林、渓畔林、奥山林等の間伐等の支援 ［県・民間］ 

・既存の林業経営では採算の合わない飲用水や農業用水等の水源地域や渓流域、急傾斜地等の森林の

整備・保全を推進するため、間伐等を支援し、環境を重視した森林づくりを推進する。 

［主な整備箇所］ 県内一円 2,100ha／年 

 

○CLT等の新たな部材・工法の開発・普及などによる県産材の需要拡大 ［県・民間］ 

・ＣＬＴ（直行集成板）をはじめとして新たな部材及び工法の開発・普及を進めるなど県産材の需要

拡大を図り、森林資源の循環利用を進めることで、適切な森林整備を促進する。 

 

○森林経営管理制度の活用促進 ［県・市町村］ 

・森林経営管理制度を運用する市町村を総合的に支援するため、地域森林管理支援センターにおいて、
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市町村林務担当職員研修等を実施する。 

・市町村行政をサポートする岐阜県地域森林監理士の養成と活用支援を実施する。 

・市町村が森林管理を効率的かつ効果的に実施できるよう、森林クラウドシステムの運用を開始し、

精度の高い森林情報を市町村へ提供する。 

 

 

（４） 都市・住宅／土地利用  ～災害に強いまちづくり～ 

（住宅・建築物の耐震化・防火対策の促進） 

○木造住宅の耐震化等の推進 ［国・県・市町村・民間］ 

・住宅の耐震化を推進するため、耐震啓発ローラー作戦、リフォーム事業者に対する講習会、小中高

生向けの耐震改修講座等により、様々な階層に対する普及啓発を実施する。 

・市町村の実施する無料相談会等の啓発事業等に、木造住宅耐震相談士を派遣し、技術的なサポート

を実施する。 

・木造住宅の耐震化に係る経費を助成する。 

・木造住宅の耐震化等、住宅・建築物の安全性の確保を図るため、住宅・建築物安全ストック形成事

業、狭あい道路整備等促進事業等を推進する。 

 

○多数の者が利用する建築物等の耐震化等の推進 ［国・県・市町村・民間］ 

・多数の者に危害の及ぶ恐れのある建築物や、災害時に重要な拠点施設となる建築物等の耐震性の向

上を図るため、耐震診断、補強設計や耐震改修（天井改修を含む）を支援する。 

・耐震診断結果の報告が義務付けられた大規模建築物等について、耐震化に係る経費を助成する。 

・多数の者が利用する建築物等の耐震化等、住宅・建築物の安全性の確保を図るため、住宅・建築物

安全ストック形成事業、狭あい道路整備等促進事業等を推進する。 

 

○危険なブロック塀等対策の推進 ［国・県・市町村・民間］ 

・老朽化等により倒壊する危険性があるブロック塀の除却等を実施する所有者に対し、市町村が経費

を助成する場合に、その一部を支援する。 

・危険なブロック塀対策を推進するため、住宅・建築物安全ストック形成事業等を推進する。 

 

○私立幼稚園及び小中高等学校耐震化の推進 ［国・県・民間］ 

・私立幼稚園及び学校施設の耐震化を支援するため、文部科学省の補助制度に併せて県単独の補助金

を交付する。 
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○感震ブレーカーの普及に向けた取組みの推進 ［県・市町村］ 

・感震ブレーカーに関するパネル、チラシを作成し、防災関係のイベント等において、県民に対する

普及啓発を実施する。 

 

（空き家対策の推進） 

○空き家等対策の推進 ［国・県・市町村・民間］ 

・官民連携による空家等対策協議会の運営、空き家等の所有者に対する適正管理のための啓発、相談

窓口の設置等、総合的な対策を実施する。 

・市町村が行う空き家等の利活用や除却に関する補助事業、空き家の適正管理に向けた啓発や相談体

制の整備等の事業の実施を支援する。 

 

（大規模盛土造成地対策の実施） 

○大規模盛土造成地対策の実施 ［県・市町村］ 

・土砂災害による宅地被害の低減を図るため、宅地耐震化推進事業を推進し、一定の規模要件等を満

たす大規模盛土造成地の位置及び規模に関する情報提供を引き続き実施する。また、大規模盛土造

成地における変動予測調査等の実施に向けて、市町村等との調整を進める。 

 

（帰宅困難者対策の推進） 

○帰宅困難者対策の推進 ［県・市町村・民間］ 

・一斉帰宅を抑制するための企業向けリーフレットによる啓発を行う。 

・徒歩帰宅者を支援するため、コンビニエンスストアやガソリンスタンドなどの事業者との協定に基

づき、水道水、トイレ、道路情報などの提供を行う「支援ステーション」の確保を行う。 

・県、警察、消防、関係自治体、交通事業者、経済団体など関係機関と意見交換を実施する。 

 

（被災住宅への支援） 

○速やかな被災者の生活再建支援 ［県・市町村］ 

・災害発生時に、被害の状況に応じて被災者生活再建支援法や県の被災者生活・住宅再建支援制度を

速やかに適用し、被災者の生活再建を支援する。 

・被災者支援制度の利用に必要となる罹災証明書を円滑に交付するため、住家被害の調査に必要な知

識と技術を持った即戦力となる市町村職員を育成する実践的な研修会を実施する。 

 

（避難所の防災機能・生活環境の向上） 

○良好な避難所環境の確保 ［県・市町村］ 

・女性・障がい者・高齢者等に配慮した環境整備が進むよう、県のガイドラインに必要な対策を明記
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し市町村に働きかける。 

・避難所における停電対策が進むよう市町村を支援する。 

・災害発生時に、協定に基づき可動式空調機器や非常用発電機などの資機材や専門技術者を機動的に

確保する。 

 

（応急住宅の円滑かつ迅速な供給） 

○応急住宅の供給の推進 ［県・市町村］ 

・建設型応急住宅については、市町村と連携し必要戸数分の建設可能用地を確保するとともに、協定

締結団体からの報告より、供給能力等の把握をする。また、試験的に建設した木造応急仮設住宅に

ついて、施工上の課題や居住性等を検証し、災害時の迅速な建設体制を整備する。 

・賃貸型応急住宅については、円滑に提供できるよう、マニュアルに基づき市町村や協定締結団体へ

の制度の周知と実施体制の強化を図る。 

 

（水資源の有効活用） 

○水資源の総合的な適正管理の推進 ［国・県］ 

・地下水に関して大きな問題はないことから、健全な水循環が維持されていると判断できるが、将来

においてもこの状況を維持するため、水循環に関する調査検討を行うとともに、その結果を市町村

と共有する。 

 

○渇水対策の推進 ［国・県］ 

・渇水に対して非常に脆弱な可茂・東濃地域の抜本的な渇水対策になるとともに、異常渇水時に木曽

川等の流量を増やし、魚類等の生息環境を保全するため、木曽川水系連絡導水路や新丸山ダム建設

事業を促進する。 

［主な整備箇所］ 木曽川水系連絡導水路、新丸山ダム 

 

○ダム群連携の推進 ［国・県］ 

・ダムに貯められた水の有効活用として、木曽川流域の既存ダムと木曽川水系連絡導水路を利用した

水系総合運用に向け事業を促進する。 

［主な整備箇所］ 木曽川水系連絡導水路 

 

（市街地整備の促進） 

○都市機能の集約化を図る市街地整備の推進 ［国・県・市町・民間］ 

・都市の防災機能の向上を図るため、市町と連携して市街地開発事業等密集市街地の面的整備を促進

する。 
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（立地適正化計画の策定促進） 

○立地適正化計画の策定促進 ［県・市町］ 

・コンパクト＋ネットワークの実現のため、市町の立地適正化計画の策定にあたっての助言・指導を

行う。 

・立地適正化計画の策定にあたっては、防災対策・安全確保策を定める「防災指針」の作成について

助言・指導を行う。 

 

（地籍調査の促進） 

○地籍調査の推進 ［国・県・市町村・民間］ 

・災害復旧の迅速化や境界トラブルを未然に防ぐため、一筆ごとの土地の所有者、地番、地目を調査

し、境界の位置と面積を測量する地籍調査を計画的に実施する。 

［事業主体］ 28市町村 

 

（文化財の保護対策の推進） 

○文化財保護対策の推進 ［県・市町村・民間］ 

・市町村や文化財所有者等が実施する国及び県指定文化財に対する保護・保存、防災対策への支援を

行うとともに、大規模災害による文化財のき損や消失という万が一の危機に備え、県内文化財を画

像や映像等のデジタルアーカイブとして記録する。 

 

（環境保全の推進） 

○水源林、渓畔林、奥山林等の間伐等の支援 ［県・民間］＜再掲＞ 

・既存の林業経営では採算の合わない飲用水や農業用水等の水源地域や渓流域、急傾斜地等の森林の

整備・保全を推進するため、間伐等を支援し、環境を重視した森林づくりを推進する。 

［主な整備箇所］ 県内一円 2,100ha／年 

 

○自然公園の整備 ［県・市町村］ 

・自然環境整備交付金による事業を活用し、自然公園の施設整備（避難小屋改修など）のほか、災害

や老朽化で破損した施設の再整備を推進する。 

［主な整備箇所］ 乗鞍鶴ヶ池園地、乗鞍鶴ヶ池駐車場、大白川線道路（歩道）、平湯駐車場、 

平湯博物展示施設、東海自然歩道、中部北陸自然歩道 
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（５） 保健医療・福祉  ～医療救護体制確保及び要配慮者への支援～ 

（災害医療体制の充実） 

○災害医療関係機関の体制及び連携の強化 ［国・県・市町村・民間］ 

・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）や医療救護班、医師会、保健所、消防本部等、災害医療関係機関

の体制及び連携強化のため、研修会、訓練、連絡会議等を引き続き開催する。 

・災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）隊員が、災害時等に現地で使用する医療器具や活動に必要な

資機材等を整備する。 

 また、派遣可能な隊員の増員に向け、研修会等を通じた人材育成の取組みを強化する。 

 

○重度障がい児者に対する災害時等支援ネットワークの構築 ［県・市町村・民間］ 

・日常的に電源を要する人工呼吸器等の医療機器を使用する重度障がい児者の震災等による長期停電

への備えとして、関係機関による電源や医療資材供給等の協力・支援体制を構築する。 

 

○災害医療コーディネート体制の強化 ［国・県・市町村・民間］ 

・発災直後の医療救護班の派遣調整、避難生活者への巡回診療など、災害フェーズにより変化してい

く医療ニーズに円滑に対応するため、災害医療コーディネーターの連絡会議や研修会を開催する。 

 

○航空搬送拠点臨時医療施設の体制強化 ［国・県・市町村・民間］ 

・航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）の運用に関わる関係機関が連携して活動できるよう、引き続

き運用訓練を実施する。 

 

（災害拠点病院等の耐震化の促進） 

○災害拠点病院等の耐震化の推進 ［県・民間］ 

 ・県内病院の耐震化の促進を図るため、各病院に対し耐震化・耐震整備に係る助成制度の周知を行う。 

 

○医療施設の防火体制の強化 ［県・民間］ 

・医療施設における防火体制を強化するため、スプリンクラー設備の整備を促進する。 

 

○社会福祉施設等の耐震化等の推進 ［県・民間］ 

・地震発生時や火災発生時に、自力で避難することが困難な方が多く入所される社会福祉施設等の耐

震化、スプリンクラー設備等の整備、ブロック塀等の改修、水害対策強化を推進する。 
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（医療施設等におけるエネルギー確保） 

○医療施設等におけるエネルギー確保の推進 ［県・民間］ 

・社会福祉施設等における非常用自家発電設備、食料、飲料水、その他生活必需品の備蓄の整備を推

進する。 

・災害拠点病院以外の医療施設が行う非常用自家発電設備や給水設備等の整備を推進する。 

 

（救急医療提供体制の強化） 

○岐阜県ドクターヘリの運航体制の強化 ［県］ 

・県内のあらゆる地域に救急医療を提供できるようにするため、岐阜県ドクターヘリの運航を継続す

る。 

 

○他県とのドクターヘリの共同運航の実施 ［県］ 

・富山県ドクターヘリの共同運航を継続し、飛騨地域（高山市、飛騨市、白川村）の重篤救急患者に

対する救急医療提供体制を維持するとともに、岐阜県、富山県合同の症例検討会を実施し、救急医

療体制の強化を図る。 

・福井県ドクターヘリとの相互応援運航を継続し、郡上市の重篤救急患者に対する救急医療提供体制

を維持する。 

 

（避難所環境の充実） 

○良好な避難所環境の確保 ［県・市町村］＜再掲＞ 

・女性・障がい者・高齢者等に配慮した環境整備が進むよう、県のガイドラインに必要な対策を明記

し市町村に働きかける。 

・避難所における停電対策が進むよう市町村を支援する。 

・災害発生時に、協定に基づき可動式空調機器や非常用発電機などの資機材や専門技術者を機動的に

確保する。 

 

○「清流の国ぎふ 防災・減災センター」を核とした防災人材の育成 ［県・市町村・民間］ 

・「清流の国ぎふ 防災・減災センター」や市町村において地域で活躍できる防災人材の育成を推進

するとともに、育成した人材がそれぞれの地域で活躍できる機会の創出を促進する。 

 

（福祉避難所の運営体制確保） 

○福祉避難所の充実強化 ［県・市町村・民間］ 

・福祉避難所実態調査・個別ヒアリングにより、現状・課題を把握するとともに、各種会議や市町村

向け担当者研修会等での周知・啓発、市町村の福祉避難所開設・運営訓練と岐阜ＤＷＡＴ実地訓練
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の共同実施などを通じ、福祉避難所の充実強化に向けた取組みの促進を市町村へ働きかける。 

 

（災害時健康管理体制の整備） 

○災害時の保健活動体制整備の推進 ［県・市町村］ 

・災害時の保健活動を迅速かつ効果的に展開するため、発災時に備えて平常時に準備しておくべきこ

とについて研修・訓練を実施する。また、関係部署、関係機関・団体と連携した災害時の保健活動

体制の構築に向け、市町村へ働きかける。 

 

（医療・介護人材の育成・確保） 

○山岳医療救護体制の強化 ［県・民間］ 

・日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ）等が、火山災害時等に適切な医療を提供できるよう、山岳

医療に係る関係機関の連携体制の構築、研修・訓練の実施等に係る経費を助成する。 

 

○医療人材確保の推進 ［国・県・市町村・民間］ 

・「岐阜県医学生修学資金貸付制度」や「岐阜県医師育成・確保コンソーシアム」等による医師確保

策に加え、ナースセンター等の取組みによる看護職員等の育成や確保を推進する。 

 

○介護人材確保の推進 ［国・県・市町村・民間］ 

・岐阜県介護人材育成事業者認定制度を推進し、人材育成や職場環境改善に取り組む事業者への支援

を中心として、介護人材の育成、確保を図る。 

 

○障がい児者に対する専門的支援の技術を有する人材の確保、養成 ［国・県］ 

・障がい児者に対するサービス等の質の向上につなげるとともに、人員配置要件を満たした適正で安

定した事業所運営の推進を図るため、障がい児者に対する専門的支援の技術を有する人材養成研修

を実施する。 

 

（社会福祉施設等への支援） 

○災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）派遣体制の強化 ［県・市町村・民間］ 

・県内の福祉関係団体のネットワーク化を図り、災害時に人材派遣や広域的な支援を行う災害派遣福

祉チーム（ＤＷＡＴ）の研修や訓練を実施する。 
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（６） 産業  ～サプライチェーンの確保・風評被害防止対策～ 

（ＢＣＰ等の策定支援） 

○実効性の高い BCPの普及強化 ［県・民間］ 

・ＢＣＰの普及啓発及び策定支援セミナーを開催し、県内企業のＢＣＰの策定を支援するとともに、

策定済み企業を対象とするブラッシュアップ訓練の普及拡大等により、企業内へのＢＣＰの定着を

促進する。 

・県内中小企業等による「事業継続力強化計画」の策定を支援するため、商工会・商工会議所、県商

工会連合会が実施する計画策定に向けたセミナーやワークショップの開催、専門家派遣等に要する

経費を助成する。 

 

（建設業ＢＣＭの普及・策定支援） 

○岐阜県建設業広域ＢＣＭ認定制度の普及・促進  [県] 

・県と災害応援協定を締結する建設業関連団体が取り組む建設業広域ＢＣＭ（事業継続マネジメント）

を県が認定する制度について、普及・促進をする。 

 

（本社機能の誘致・企業立地の促進） 

○本社機能移転促進支援 ［県・市町村］ 

・東京圏をはじめとする県外から本社機能の移転を促進し誘致活動を強化する。 

・都市部からの本社機能移転につながるサテライトオフィス誘致活動を実施する。 

・県外企業が本社機能を県内へ移転した際、本社設置に係る事業所の賃借料及び初期投下固定資産取

得費を助成する。 

・東京 23 区内の企業が県内へ移転した際、本社設置にかかる事業所移転費、従業員転居費、機器リ

ース料などの経費に対して上乗せ助成する。 

・県内のサテライトオフィスに進出する県外企業・社員の定着化及び地域活性化を図るため、進出企

業と地域企業が連携して行う、地域資源を活用した地域活性化に資する事業に対して経費の一部を

助成する。 

 

○企業の集積に向けた立地支援 ［県・市町村］ 

・企業誘致戦略の実現に向けた積極的な取組みを推進するとともに、より一層の事業拡大促進のため

県内に進出が決定した企業の事業所設置に係る初期投下固定資産取得費等を助成する。 

 

（観光地等の風評被害防止対策の推進） 

○災害発生時における観光への風評被害の防止 ［県・市町村・民間］ 
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・災害発生時、観光への影響が懸念される場合において、国内外に正確な情報を発信するとともに、

タイミングを見極めたプロモーション等を実施する。 

 

（７） ライフライン・情報通信  ～生活基盤の維持～ 

（総合的な大規模停電対策の推進） 

○倒木によるライフライン被害軽減対策の推進 ［県・市町村・民間］ 

・強風など自然災害による倒木に起因する大規模停電の防止や、水道、通信等ライフライン被害軽減

のため、倒木の恐れがある立木の伐採を支援する。 

 

○県管理道沿いの樹木伐採による通行安全対策の推進 ［県・市町村・民間］＜再掲＞ 

・台風や降雪等による緊急輸送道路や孤立の恐れがある地域へ通じる道路の通行止めを未然に防ぐた

め、県管理道路沿い民有地樹木の伐採を推進する。 

 

○医療施設等重要施設への電力供給体制の整備 ［県・市町村・民間］ 

・電気事業者と協定を締結し、保有する電源車の確保や長期停電時に優先配備すべき施設の共有を図

り、代替的な電源が確保できる体制を整備する。 

・長期停電時に優先配備すべき施設に配備するため、自動車メーカー・販売店と協定締結し、電気自

動車等を確保する。 

・長期停電に備え、非常用発電機への燃料を優先的に供給する体制を整備し、優先的に電源車や電気

自動車等を配備できるよう、あらかじめ医療施設等の重要施設等をリスト化し、訓練等を通じ連携

の強化を図る。 

 

○早期復旧体制の整備 ［県・民間］ 

・迅速な復旧につなげるため、電気事業者・通信事業者・ガス事業者等で構成される「ライフライン

防災ネットワーク会議」を通じて、平時からの連携強化を図る。 

・ライフラインの早期復旧に向け、あらかじめライフライン復旧の活動拠点の候補地を確保する。 

 

○県民への情報発信の充実 ［県・市町村・民間］ 

・停電時の携帯電話の充電可能な施設などの情報をホームページで提供するとともに、ＳＮＳなども

活用し、情報発信手段の多様化を図る。 

 

（上下水道施設の耐震・老朽化対策の推進） 

○県営水道の強靱化対策等の推進 ［県］ 
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・耐震化、老朽化対策として既設の水道管を複線化し貯留機能及び応急給水拠点機能を付加した大容

量送水管を整備するとともに、地域間相互のバックアップ機能強化を実施する。 

 

○下水道の耐震・老朽化対策の推進 ［県・市町村］ 

・「下水道総合地震対策計画」、「下水道ストックマネジメント計画」に基づき、下水道施設の耐震化・

老朽化対策を推進する。 

 

○水道施設の耐震化の推進 ［国・県・市町村］ 

・各市町村が各自のアセットマネジメントに基づき水道施設の耐震化を図り、安定した給水を行い維

持管理が計画的に進められるよう、引き続き市町村水道事業者へ助言指導及び計画策定に向けた講

習会並びに耐震化推進研修会を開催するとともに、水道管路の耐震化整備に係る経費を助成する。 

 

（下水道における業務継続体制の整備） 

○下水道業務継続計画の見直し ［県・市町村］ 

・大規模地震発生後に必要な業務を的確に行うため、下水道業務継続計画を策定しているが、改定さ

れたマニュアルに基づき、ブラッシュアップを促進する。 

 

（合併浄化槽への転換促進） 

○合併処理浄化槽への転換支援の推進 ［国・県・市町村・民間］ 

・市町村が行う浄化槽設置整備事業及び公共浄化槽等整備推進事業に対する補助金の交付により、合

併処理浄化槽の設置を推進し、汚水処理施設の早期整備を図る。特に、単独処理浄化槽やくみ取り

槽については、撤去や宅内配管工事に係る経費も助成対象とし、合併処理浄化槽への転換を促進す

る。 

 

（分散型電源としての再生可能エネルギーの活用） 

○農業水利施設を活用した小水力発電施設の整備 ［国・県・市町村］ 

・災害時の電力を確保するため、農業水利施設を活用した小水力発電施設を整備する。 

［主な実施地区］ 名倉用水 

・農業水利施設を活用した小水力発電の導入促進を図るため、市町村、土地改良区、農業協同組合が 

運営する小水力発電施設の整備を支援する。 

   ［主な実施地区］ 県協議会地区 

 

○木質バイオマス利用施設の整備 ［県・市町村・民間］ 

・災害時に避難所となる公共施設等に、熱電併給施設や暖房給湯用の木質資源利用ストーブ、ボイラ
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ーの整備に係る経費を助成する。 

 

（道路啓開の迅速な実施） 

○道路啓開訓練の実施 ［国・県・市町村・民間］＜再掲＞ 

・発災時に道路啓開計画に基づく対応が確実かつ迅速に実施できるよう、関係機関と連携した訓練を

実施する。 

 

（無電柱化の推進） 

○無電柱化の推進 ［国・県・市町村］＜再掲＞ 

・大規模災害の発生に備え、電柱等の倒壊から緊急輸送道路や避難路を確保するため、市街地等の幹

線道路など必要性及び整備効果が高い箇所において、無電柱化を計画的に推進する。 

［主な整備箇所］ 

＜県事業＞   （一）古川国府線（飛騨市） 

 

（電気事業者の災害対応力強化） 

○電力供給ネットワークの災害対応力強化 ［民間］ 

・必要に応じ発変電所・送配電線網や電力システムの災害対応力強化に関する対策及び設備更新を実

施する。 

・他電気事業者からの応援要員を受け入れた際の復旧活動拠点の整備、ドローンを活用した迅速な被

災状況の把握、社内情報共有システムの再開発など、早期復旧のための体制を強化する。 

 

（情報通信事業者の災害対応力強化） 

○早期通信手段確保対策の推進 ［民間］ 

・災害時の早期通信手段確保のため、自治体が設営する電話端末や実際の運用方法について防災訓

練・定期試験等を通じて支援を実施する。 

 

（ガス事業者の災害対応力強化） 

○ガス事業者による防災対策の推進 ［民間］ 

・国や自治体の大規模地震想定に基づき、設備の耐震性を再評価し、必要に応じて対策を実施する。

また、ガス導管の耐震化を計画的に推進する。 
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（８） 行政機能  ～公助の強化～ 

【行政】 

（災害初動対応力の強化） 

○防災連携トップフォーラムの実施 ［県・市町村］ 

・危機管理意識の醸成・災害対応力の強化を図るため、市町村長を対象に近年の台風災害等の教訓を

題材とした講演会や意見交換会等を実施する。 

 

○豪雨災害対応防災訓練の実施 ［県・市町村・民間］ 

・風水害タイムラインに従い、全市町村参加の情報伝達訓練を実施する。また、ダムの異常洪水時防

災操作に備えダム管理者、下流市町を含めた関係機関、住民参加による訓練を実施する。 

 

○災害時における市町村支援体制の強化 ［県］ 

・災害時に県から市町村へ派遣する「情報連絡員」のスキルアップを図るため、平時から研修会や訓

練を実施するとともに、必要な資機材を整備する。 

・「災害マネジメント支援職員」及び市町村が行う避難所運営や支援物資搬入などの支援を行う「緊

急支援隊」の能力向上を図るため、総合防災訓練において市町村と連携した訓練を実施する。 

・災害対応に従事する県職員の対応力を高めるため、ドローンや情報連絡員用タブレットの操作手順

にかかる習熟を図る。 

・市町村が適時的確な避難情報を発令することができるよう、気象台ＯＢ等の「気象防災アドバイザ

ー」を活用し、専門的見地からの助言やスキルアップ研修を行う。 

 

○早期復旧に向けた取組みの推進 ［県］ 

・被災地を所管する土木事務所や市町村からの要請に応じ、災害復旧や土木行政に関する知識や経験

を有する県土木技術職員ＯＢからなる災害復旧支援隊（ＤＲＳ）を派遣し、被災現場において応急

対策や復旧工法の早期立案に向けた技術的支援を行う。 

・「大規模災害発生時においては、机上査定金額の引き上げ等による査定の効率化や査定設計図書の

簡素化と共に早期の災害査定を国に要望し迅速な復旧工事の着手を図る。 

 

（防災拠点機能の強化） 

○広域防災拠点の体制強化 ［県・市町村］ 

・県広域防災拠点の物資輸送機能や活動拠点機能の強化のため、拠点の追加指定や必要な資機材の整

備を図る。 

・災害発生時における円滑な拠点運営が図られるよう、市町村と連携した実動訓練を実施する。 
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○市町村における受援体制の強化 ［県・市町村］ 

・「ラストマイル」の課題解消に向け、被災者に支援物資を迅速かつ円滑に届けられるよう市町村に

おける物資の受援計画策定を支援する。 

 

○浸水が想定される総合庁舎の受変電設備等の防災能力向上 ［県］ 

・浸水が想定されている総合庁舎について、受変電設備、非常用発電設備、幹線系統の更新工事によ

り浸水対策を実施する。 

［対 象］ 揖斐総合庁舎、可茂総合庁舎、郡上総合庁舎、下呂総合庁舎 

 

○市町村と連携した道の駅の防災機能強化の推進 ［県・市町村］ 

・市町村の地域防災計画で防災拠点等に位置付けられた道の駅について、市町村が行う防災備蓄倉庫

等の整備等と連携し、県は停電や断水時でもトイレが利用できるよう、汲み取り処理方式のマンホ

ールトイレ等を整備することにより、道の駅全体の防災機能の強化を推進する。 

［主な整備箇所］ 道の駅「茶の里東白川」（東白川村） 

 

（広域連携の推進） 

○災害時の広域応援・受援体制の強化 ［県・市町村］ 

・「岐阜県及び市町村災害時相互応援協定」に基づく、被災市町村に対する相互応援体制を確保する

ため、緊急支援隊のメンバー選定等を平時から行う。また、被災市町村への支援体制を強化するた

め、大規模災害時に災害対策全般をサポートする「災害マネジメント支援職員」の能力の向上を図

る。 

・「岐阜県災害時広域受援計画」において選定した県広域物資輸送拠点やその代替となりうる民間物

流施設について、非常用電源設備や資機材を整備し、大規模災害時における支援物資の円滑な輸送

に資する。 

・中部９県１市において締結している「災害応援に関する協定」が、災害時において確実に機能する

よう、意見交換・情報共有を実施する。 

・広域物資輸送拠点において物資の輸送訓練を行い、拠点運営及びフォークリフト等の実機操作を行

う職員の技術向上を図る。 

 

○市町村域を越える広域避難の検討 ［県・市町村］ 

・平成 27年９月の関東・東北豪雨災害を踏まえ、県事務所ごとに設置する「広域避難調整会議」（市

町村・県事務所・土木事務所等）等において、引き続き、市町村域を越える避難の必要性や体制の

確保等について検討するとともに、協定の締結等により体制が確保された地域での訓練の実施等に

よる実践的な取組みを推進する。 
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○他県とのドクターヘリの共同運航の実施 ［県］＜再掲＞ 

・富山県ドクターヘリの共同運航を継続し、飛騨地域（高山市、飛騨市、白川村）の重篤救急患者に

対する救急医療提供体制を維持するとともに、岐阜県、富山県合同の症例検討会を実施し、救急医

療体制を強化する。 

・福井県ドクターヘリとの相互応援運航を継続し、郡上市の重篤救急患者に対する救急医療提供体制

を維持する。 

 

（災害対策用資機材の確保・充実） 

○各種災害への備え ［県］ 

・災害時応急対策用資機材備蓄拠点について、迅速かつ安全な応急対策が可能となるよう、追加の拠

点整備及び資機材の計画的な配備を進める。 

・災害時応急対策用資機材備蓄拠点を活用し、被災した土木施設等の応急復旧を効率的かつ効果的に

実施するため、引き続き平時に資機材の点検及び関係機関との訓練により、災害への備えを万全に

する。 

 

（住民への情報伝達の強化と伝達手段の多様化） 

○住民等への情報伝達の強化 ［県・市町村］ 

・災害情報の伝達手段として気象情報や河川水位に加え、ダムの貯水位等の情報を提供する「岐阜県

川の防災情報」、道路の通行規制情報・気象予警報・水位到達情報等を提供している「ぎふ川と道

のアラームメール」の更なる周知を進めるとともに、引き続き中小河川に危機管理型水位計や河川

監視カメラ等の河川情報を分かりやすく配信するほか、具体的な災害リスクを周知するためのハザ

ードマップの普及促進など、より多くの方の適切な避難行動につながるよう、ＰＲに努め利用者の

増加を図る。 

・市町村長が避難指示等を適切に発令できるよう、降雨時に、氾濫が想定される範囲毎に設定されて

いる避難指示の目安となる水位の状況等を、県土木事務所長から市町村長へきめ細かく情報提供す

る。 

・県職員による市町村防災アドバイザーチームの派遣等により、市町村における避難指示等の適切な

発令、避難所の安全性の確保等、平成 30年７月豪雨等を踏まえた対策を徹底する。 

・市町村の実情に応じた、災害時における行動を示すタイムラインの策定を推進する。 

・ＬＩＮＥを用いた自動配信など、避難指示等の住民への情報提供手段の更なる多様化、分かりやす

い情報伝達文への改良に取り組む。 

・県・市町村職員への防災気象情報の配信や県職員の安否確認・参集メールの機能を有する「モバイ

ルネットワークシステム」について、適正に維持・管理する。 

・地震発生時に県内の震度情報を気象庁を通じて県民へ伝達するための「震度情報ネットワークシス
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テム」について、適正に維持・管理する。 

・デジタル技術を活用し、分散避難者等の避難状況等を把握できるよう、被害情報集約システムの機

能改修を行う。 

・平時における聴覚障がい者への意思疎通支援のため、手話通訳者、要約筆記者、盲ろう者通訳・介

助者を養成してきたが、これらの人材が災害時においても対応できるよう、全市町村での意思疎通

支援事業の実施や現任者のスキルアップ研修を実施するなど従事者の資質向上を促進する。 

・外国人からの 119番通報対応や、災害現場での外国人救助等を円滑に行うため、多言語同時通訳体

制を引き続き維持する。 

 

（防災情報システム及び行政情報通信基盤の耐災害性強化） 

○岐阜県防災情報通信システムの維持管理 ［県・市町村］ 

・地上系・衛星系・移動系の三層一体整備が完了した防災情報通信システムについて、災害時におい

ても確実に運用できるよう適正に維持管理を行う。 

 

○岐阜情報スーパーハイウェイの耐災害性強化 ［県］ 

・幹線網のループ形状を維持した高速化や、アクセスポイント及び中継局の耐火性・耐震性の確保等、

引き続き耐災害性の維持を図る。 

 

（業務継続体制の整備） 

○業務継続体制の整備 ［県・市町村］ 

・「岐阜県業務継続計画」に基づき、災害時に備え非常時優先業務を選定し、職員の緊急時の連絡先

を把握して安否・参集状況の確認体制を維持する。 

・市町村担当者向けに業務継続計画の策定や罹災証明発行業務等に関する研修を行い、市町村の取組

みを支援する。 

 

○情報システム部門の業務継続体制の確保 ［県］ 

・情報システム部門の業務継続計画の実効性を高めていくため、継続的に周知・訓練を行うとともに

常に最新の状況を反映した計画となるよう点検を実施する。 

・高可用性を求める情報システムについて、外部データセンターやクラウドサービスの利用を図る。 

 

（非常用物資の備蓄促進） 

○非常用物資の備蓄促進 ［県・市町村］ 

・防災意識の普及・啓発を通して、各家庭における非常用物資の自主的な備蓄を促進する。 
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○災害に備えた玄米の備蓄・供給体制の整備 ［県・民間］ 

・非常時の食料確保のため、「災害に対応する玄米の備蓄・供給に関する協定」に基づき、ＪＡ全農

岐阜に対し備蓄米管理に係る経費を助成する。 

 

【警察・消防】 

（警察災害派遣隊の体制強化） 

○災害派遣部隊の充実強化 ［県］ 

・災害発生時における機動隊等部隊派遣については、大型車両による隊員の輸送が伴うことから、同

大型車両の運転に必要となる運転免許を計画的に取得させ、非常時における即応体制の強化を図る。 

・災害発生時に備え関係機関と連携した実動訓練を反復実施し、部隊の対処能力の向上を図る。 

・捜索救助活動に伴う体制を確保するため、警察航空隊において必要な要員に操縦等技術訓練を実施

して資格を取得させ、計画的に操縦士等を育成する。 

・複数の箇所で災害が発生した際、被災状況を早期に把握するため、小型無人機の増強及びこれに伴

う小型無人機オペレーターの養成を計画的に行い、非常時における即応体制の強化を図る。 

・災害等発生時に早急な救出救助活動を行うため、油圧ショベルの整備及び操縦に必要な資格の計画

的な取得を推進する。 

 

（災害対応力強化のための資機材整備） 

○総合通信指令システムの整備 ［県］ 

・災害発生時の対応力強化のため、県警 WANシステム連携、カーロケ機能の高度化、PⅢ連携強化等、

総合通信指令システムを高度化し、更新整備する。 

 

○災害対策装備資機材の整備 ［県］ 

・災害警備活動に必要な警察車両及び装備資機材を整備する。 

 

○警察職員用非常食の整備 ［県］ 

・災害警備活動に従事する警察職員等用非常食を整備する。 

 

○消防団員が使用する救助用資機材の使用方法の習熟 ［国・県・市町村］ 

・消防団員の災害対応能力の向上を図るため、大規模災害を想定し、ドローンの活用やチェーンソー、

エンジンカッター等の救助資機材を用いた教育訓練を実施する。 
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（ヘリコプター広域応援体制の整備） 

○応援警察ヘリコプターの受入れ体制の整備 ［県］ 

・大規模災害発生時における他都道府県警察ヘリコプターの受入れに備え、航空自衛隊岐阜基地や他

県警察航空隊と連携した訓練を実施する。 

 

（警察庁舎等の整備・耐災害性強化） 

○警察署の改築整備 ［県］ 

・老朽化・狭隘化が著しい警察署について、「基幹的な防災拠点」として必要な機能を備えた警察署

とするため、改築整備を実施する。 

［対 象］ 大垣警察署、多治見警察署 

 

〇非常用発電設備の増強及び浸水対策 ［県］ 

・災害発生時においても業務継続を図るため、警察施設における非常用発電設備の増強及び浸水対策

等、耐災害性を更に強化する。 

 

（バックアップ体制の整備） 

○代替施設の確保 ［県］ 

・災害発生時に警察本部及び警察署における災害警備本部が機能しない場合に備え、代替施設の確保

に向けた自治体等との調整を推進する。 

 

（交通信号機等の耐災害性の強化） 

〇信号機電源付加装置の整備 ［県］ 

・災害発生による停電時において、道路交通の混乱を防止するため、主要幹線道路（直轄国道、一般

国道、主要地方道）及び緊急交通路予定路線等に設置した信号機に対して即時に電源を供給するこ

とが可能な信号機電源付加装置を整備する。 

 

○可搬式発動発電機接続対応信号機の整備 ［県］ 

・停電時の対策として、交差点に設置された全ての信号機（単路に設置された信号機は除く）を、計

画的に可搬式発動発電機の接続が可能なものへ整備する。 

 

○老朽コンクリート製信号機柱の検査及び建替更新の実施 ［県］ 

・災害発生時等における信号機柱の倒壊を防止するため、コンクリート製信号機柱の老朽化や点検結

果に基づき、信号機柱を順次耐震性の高い鋼管柱へと更新する。 

［実施内容］ （建替更新）350本実施 
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（業務継続体制の整備） 

○岐阜県警察大規模災害対応業務継続計画の検証 ［県］ 

・「岐阜県警察大規模災害対応業務継続計画」について、災害発生時における災害警備活動を実施し

つつ可能な限り通常の警察業務を行う機能を維持するため、あらゆる被害想定を踏まえ、計画を検

証する。 

 

（消防団員、水防団員等人材の確保・育成） 

○消防団の活動内容の普及啓発 ［県・市町村］ 

・消防団の活動内容等について理解が深まるよう、地域の住民や消防団員の家族等に対して、「見る」

「体験する」キャンペーンを実施する。 

 

○消防団活動の活性化促進 ［県］ 

・条例定数に占める消防団員の充足率を向上するため、「岐阜県消防団加入促進事業費交付金」を交

付する。 

・過疎地域の消防団員である従業員数が前年度より増加または新たな団員を確保した企業等に対し、

報奨金を交付する。 

・大規模災害団員のほか、女性、学生など多様な人材の確保など、地域の実情を踏まえた消防団活動

の活性化に資する取組みを支援する。 

 

○消防団協力事業所に対する支援 ［県］ 

・消防団員を雇用し、消防団活動に協力する事業所等を支援するため、県の認定を受けた事業所等に

対する事業税を減税する。 

 

○消防職団員の現場対応力の強化 ［県・市町村］ 

・消防団員の災害対応能力の向上を図るため、大規模災害を想定し、ドローンの活用やチェーンソー、

エンジンカッター等の救助資機材を用いた教育訓練を実施する。 

 

○水防活動への支援 ［県］ 

・高齢化する水防団の団員数維持や水防技術を伝承するため、水防活動の広報や水防資器材の提供等

の支援に取組む。 

 

（消防力の強化） 

○消防本部における消防指令業務の強化 ［県・市町村］ 

・外国人からの 119番通報対応や、災害現場での外国人救助等を円滑に行うため、多言語同時通訳体
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制を引き続き維持する。 

・業務の効率化と迅速な災害対応が期待される消防指令業務の共同運用の実現に向け支援を行う。 

 

（緊急消防援助隊の体制強化） 

○緊急消防援助隊の増隊等による災害対応能力の維持・向上 ［県］ 

・大規模災害発生時の広域的な消防応援体制の強化を図るため、緊急消防援助隊岐阜県隊を増隊する

とともに、中部ブロック訓練への参加等により引き続き訓練を実施し、部隊の災害対応能力の維

持・向上を図る。 

 

 

（９） 環境  ～廃棄物及び有害物質対策～ 

（災害廃棄物対策の推進） 

○災害廃棄物処理体制の強化 ［国・県・市町村］ 

・災害が発生した場合に多量に発生する災害廃棄物の処理が円滑に進むよう、県及び市町村担当者等

を対象とした演習及び研修会を実施するほか、国や近隣県との広域的な連携・応援体制を相互に確

認する訓練等に参加することで、災害廃棄物処理体制の強化を図る。 

 

（有害物質対策の検討） 

○建築物の吹付アスベスト対策の推進 ［国・県・市町村］ 

・建築物における吹付アスベストの飛散防止対策等を指導する。 

 

○河川等における水質状況の検査・監視体制の確保 ［県］ 

・水質汚濁防止法に基づく常時監視や魚類へい死等の水質事故時における原因調査等、環境中の水質

汚濁の状況を把握するため、保健環境研究所及び各保健所に環境測定機器を整備するほか、公共用

水域及び地下水の水質状況を常時監視する。 

 

○大気汚染状況の監視体制の整備 ［県］ 

・大気汚染防止法に基づく常時監視を実施するため、必要な大気測定局の設置及び測定機器の整備を

行い、県内の大気汚染状況を把握する。 

 

○大規模工事からの発生土に係る土壌・水質状況の検査、監視体制の確保 ［県］ 

・大規模工事からの発生土を受け入れる特定事業場やその周辺における環境汚染の未然防止を図るた

め、立入検査、土壌・水質検査を実施し、監視体制を強化する。 
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○石綿飛散防止対策の強化 ［国・県・市町村］ 

・建築物の解体等工事における大気中へのアスベスト飛散防止の徹底を図るため、立入及び周辺大気

環境調査等による監視体制を強化する。 

・災害時に倒壊建築物等から飛散するアスベストのばく露を防止するため、市町村及び関係機関との

連携を強化する。 

 

（河川に流出したごみ等の撤去） 

○河川環境保全の推進 ［県］ 

・河積を阻害している流木・河道内樹木の撤去等、災害の発生防止を図る取組みにあわせて、災害発

生時に流出したごみを適正に撤去・処分するなどにより河川環境の保全を図る。 

 

 

（10） リスクコミュニケーション／防災教育・人材育成 

～自助・共助の底上げ～ 

（防災教育の推進） 

○「災害から命を守る岐阜県民運動」の推進 ［県・市町村・民間］ 

・県民一人ひとりが災害に対する切迫感を持ち、防災の究極の目的である「災害死ゼロ」を目指し、

実際の行動に結びつける県民運動を実施する。 

・災害時に取るべき行動について、子どもの頃から理解を深めるため、防災教育を担う教員を対象と

した研修や講師派遣による出前講座を行い、「災害・避難カード」の取組みを小中高等学校へ拡大

する。 

・夏休み期間中の小学生親子を対象に、家族みんなで防災について学べる「防災教育フェア」を開催

する。 

・県内の地理的特性や過去の災害、今後想定される地震から今後の備えまで、小学生でも理解でき、

家庭で取り組めるテーマの防災啓発テレビ番組を制作する。 

・県内各地の大型商業施設等で、地震体験車も活用した防災啓発イベントを開催する。 

 

○「広域防災センター」を活用した防災教育の推進 ［県］ 

・県民、学校、自治会、自主防災組織等を対象とする防災教育の拠点である「広域防災センター」に

おいて、時節に応じた展示物等の更新を行う。 

 

○防災教育を中心とした実践的安全教育の推進 ［県・市町村］ 

・学校への専門家派遣等を通して、児童生徒に対する安全教育や学校の安全管理体制の充実を図る。 

・危機管理マニュアルの点検・改善等を通じて、巨大地震等の大規模自然災害に対する学校防災力の
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向上を図るとともに、防災教育における教職員の指導力向上や災害後の円滑な早期学校再開のため

の知識理解を深めることを目的とした教職員対象の研修を実施する。 

 

○総合的な治水対策の推進（ソフト対策） ［県・市町村・民間］＜再掲＞ 

・洪水浸水想定区域図や水害危険情報図を活用した洪水ハザードマップや要配慮者利用施設の避難確

保計画の作成を促進する。 

・引き続き、危機管理型水位計や河川監視カメラ等の河川情報を分かりやすく配信し、平時からリス

クに備える取組みを進める。 

・市町村長が避難指示等を適切に発令できるよう、降雨時に、氾濫が想定される範囲毎に設定されて

いる避難指示の目安となる水位の状況等を、県土木事務所長から市町村長へきめ細かく情報提供す

る。 

・自治会等の代表者を加えた重要水防箇所の合同巡視等を実施する。 

・平成 29 年の水防法改正により要配慮者利用施設に義務付けられた避難確保計画の作成及び避難訓

練の実施を支援する。 

・水辺の活用を進め、県民の水辺への意識を高めるミズベリングを進めることで水害・防災への

意識を深め、地域の安全・安心の向上を図る。 

 

○総合的な土砂災害対策の推進（ソフト対策） ［県・市町村］＜再掲＞ 

・土地利用状況の変化等による土砂災害警戒区域の不断の見直しを進めるとともに、指定した区域に

ついては、ホームページでの公開や現地に表示看板を設置するなどして周知する。また、降雨時の

危険度については、「ぎふ土砂災害警戒情報ポータル」により、県民に分かりやすい情報の発信に

努める。 

・平成 29 年の土砂災害防止法改正により要配慮者利用施設に義務付けられた避難確保計画の作成及

び避難訓練の実施を支援する。 

・全ての市町村において土砂災害に関する避難訓練がより多くの住民参加のもと実施できるよう、継

続的に支援する。 

 

（住民主体での避難対策の強化） 

○「災害・避難カード」を作成する取組みの普及促進 ［県・市町村・民間］ 

・住民と市町村が主体となった地区避難計画の作成や住民一人ひとりが避難の手順について考える 

「災害・避難カード」を作成する取組みを市町村に広く普及するため、講師の派遣や助言を実施する。 

・「災害・避難カード」をいつでも持ち歩けるように、スマートフォンで作成・保存するためのウェ

ブサイトを整備し、避難所以外への避難にも対応した住民の自助による適切な避難行動を支援する。 

・県民への認知度を高めるため、「ぼうさいキャラバン」などの機会を活用して、普及促進する。 
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○地区避難計画等の策定推進 ［県・市町村］ 

・指定緊急避難場所の指定が困難な地区等において、住民が主体的に地区避難計画等を策定する取組

みに対し、住民検討会への有識者派遣等の支援を実施する。 

 

○南海トラフ地震臨時情報を踏まえた避難訓練の実施 ［県・市町村］ 

・南海トラフ地震臨時情報発表時に個々の状況に応じた適切な避難行動がとられるよう、防災訓練を

実施する。 

 

○住民への災害リスクの周知 ［県・市町村］＜再掲＞ 

・想定最大規模の洪水浸水想定区域図及び水害危険情報図等に基づいたハザードマップの改定・公表

を促進し、県民の防災意識を向上させる。 

 

（要配慮者支援の推進） 

○避難行動要支援者名簿の活用 ［県・市町村］ 

・避難行動要支援者名簿を警察や消防機関等へ事前に提供する取組みが進むよう市町村を支援する。 

 

○避難行動要支援者の個別避難計画の作成 ［県・市町村］ 

・令和３年の災害対策基本法の改正により市町村の努力義務となった個別避難計画の作成が進むよう

各種会議や研修会等での周知・啓発、ヒアリングの実施、取組事例の共有などの支援を実施する。 

 

○要配慮者利用施設の避難確保計画の作成 ［県・市町村・民間］＜再掲＞ 

・平成 29 年水防法及び土砂災害防止法の改正により要配慮者利用施設に義務付けられた避難確保計

画の作成及び避難訓練の実施を支援する。 

 

○重度障がい児者に対する災害時等支援ネットワークの構築 ［県・市町村・民間］＜再掲＞ 

・日常的に電源を要する人工呼吸器等の医療機器を使用する重度障がい児者の震災等による長期停電

への備えとして、関係機関による電源や医療資材の供給等の協力・支援体制を構築する。 

 

○福祉避難所の充実強化 ［県・市町村・民間］＜再掲＞ 

・各種会議や研修会等での周知・啓発や、実態調査・個別ヒアリングの実施、市町村の福祉避難所開

設・運営訓練と岐阜ＤＷＡＴ実地訓練の共同実施などを通じ、福祉避難所の充実強化に向けた取組

みの促進を市町村へ働きかけていく。 
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○災害時等における外国人の支援強化 ［県・市町村・民間］ 

・（公財）岐阜県国際交流センターに登録されている災害時語学ボランティアの育成・確保を進める。 

・市町村単独での対応が困難な大規模災害発生時に、市町村等の依頼に基づく翻訳や、通訳ボランテ

ィアの派遣調整等を行う「岐阜県災害時多言語支援センター」の設置・運営訓練を実施する。 

・市町村が行う外国人防災対策について取りまとめた「市町村外国人防災対策カルテ」を活用し、市

町村に対して外国人防災対策の促進に向けた働きかけを行う。 

・防災啓発や災害時のサポートなど、地域における外国人防災対策を担う外国人の防災リーダーを育

成する。 

・災害時の避難指示等について多言語で発信・提供する。 

・外国人向け防災啓発講座を実施する。 

 

○見守りネットワ－ク活動の推進 ［県・市町村］ 

・要配慮者に対して、近隣住民、民生委員、福祉委員、ボランティア等が連携して声かけ・訪問等を

行い、問題の発見時には必要に応じて問題を共有し、解決のための話し合いや調整を行うことがで

きる組織的な活動を推進する。 

 

○被災者の仮住まい支援の推進 ［県・市町村］ 

・小規模災害における被災者の仮住まい対策として、県営住宅を無償貸与するとともに、市町村営住

宅においても同様の対策を行うよう要請し、県と市町村との連携した取組みを推進する。 

 

（防災人材の育成） 

○「清流の国ぎふ 防災・減災センター」を核とした防災人材の育成 ［県・市町村・民間］＜再掲＞  

・「清流の国ぎふ 防災・減災センター」や市町村において地域で活躍できる防災人材の育成を推進

するとともに、育成した人材がそれぞれの地域で活躍できる機会の創出を促進する。 

 

○災害時等における外国人の支援強化 ［県・市町村・民間］＜再掲＞ 

・（公財）岐阜県国際交流センターに登録されている災害時語学ボランティアの育成・確保を進める。 

・市町村単独での対応が困難な大規模災害発生時に、市町村等の依頼に基づく翻訳や、通訳ボランテ

ィアの派遣調整等を行う「岐阜県災害時多言語支援センター」の設置・運営訓練を実施する。 

・市町村が行う外国人防災対策について取りまとめた「市町村外国人防災対策カルテ」を活用し、市

町村に対して外国人防災対策の促進に向けた働きかけを行う。 

・防災啓発や災害時のサポートなど、地域における外国人防災対策を担う外国人の防災リーダーを育

成する。 

・災害時の避難指示等について多言語で発信・提供する。 
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・外国人向け防災啓発講座を実施する。 

 

（コミュニティ活動の担い手養成） 

○地域の絆づくりの推進 ［県・市町村・民間］ 

・平時からのコミュニティの活力維持を図るため、地域毎の状況や地域の抱える課題に即した講座を

実施し、地域づくり活動を実践できる人材を養成する。 

 

（建設業の担い手育成・確保） 

○建設・建築業を担う人材の育成・確保を支援するモデル工事の実施 ［県］ 

・若手や女性技術者の人材確保に向け、「週休２日制モデル工事」、「建設現場環境改善モデル工事」、

「建設キャリアアップシステム活用モデル工事」を拡大実施する。 

・建設現場の生産性・安全性を向上させるため、「ＩＣＴを活用したモデル工事」、「ＢＩＭを活用し

たモデル工事」を拡大実施する。 

・建設業における人材の育成・確保の支援を目的に、「岐阜県建設人材育成企業」の登録や「ぎふ建

設人材育成リーディング企業」の認定がある企業の活用に関する評価を付加した人材育成型総合評

価落札方式による建設工事については、令和５年度も試行的に継続する。 

 

○建設・建築業を担う人材の育成・確保 ［県］ 

・将来の建設・建築業の担い手となる若年者に建設・建築業の魅力を発信するほか、ＳＮＳ等の活用

による「ぎふ建設人材育成リーディング企業」のＰＲや、認定企業の優秀な取組事例の紹介を行う

セミナーを通じた労働環境の改善支援等により、建設・建築業への入職及び定着率向上を促進する。 

・ＢＩＭ（設計、施工等の情報を一元的に構築管理するための手法）やＩＣＴを活用した生産性向上

のための研修等を実施する。 
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（11） 官民連携 ～民間リソースを活かした対応力強化～ 

（支援物資供給等に係る官民の連携体制の強化） 

○応援協定締結機関との連携強化 ［県・民間］ 

・生活必需物資供給や医療救護、緊急救援等の災害時における応援協定が確実に機能するよう、県と

協定締結機関が連携して、受援体制の見直しと、物資輸送訓練を実施する。 

 

（災害ボランティアの受入・連携体制の構築、支援職員の養成） 

○災害ボランティア受入体制強化 ［県・市町村・民間］ 

・被災市町村の社会福祉協議会が設置する災害ボランティアセンターの受付時における待ち時間の短

縮、必要事項の登録や受付時間の設置等が事前に可能となるシステムを運用する。 

・専門的な技術や知識のある専門ボランティア（ＮＰＯ等）をコーディネートできる人材育成研修等

を実施する。 

・災害ボランティアを支援する県、市町村及び社会福祉協議会の職員等に対する研修や市町村等との

意見交換会等を実施する。 

 

（防災・減災データの提供推進） 

○防災・減災データの広域オープンデータ化 ［県・市町村］ 

・県と市町村が連携し、防災に係るデータを広域化し、オープンデータとして提供する。 

 

○リアルタイムデータ提供基盤の運用保守 ［県］ 

・河川水位データや降積雪データなど、センサーで取得したデータを民間に提供するリアルタイムデ

ータ提供基盤の運用保守を行う。 
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（12） メンテナンス・老朽化対策 ～社会インフラの長寿命化～ 

（社会資本の適切な維持管理） 

○岐阜県道路施設維持管理指針に基づく効果的かつ効率的な道路管理の推進 ［県］ 

・県が管理する道路施設は、土砂災害や地震などの災害から人命を守る重要な施設である。これらの

施設が災害時に確実に機能を発揮するよう、計画的・効率的な維持管理を実施し、施設機能の長期

保全を図る。 

［主な整備箇所］ 

（舗装補修） （国）３６０号（飛騨市） 

（主）江南関線（各務原市） 

（一）曽井中島美江寺大垣線（瑞穂市） 他 

（橋梁補修） （国）１５８号 牧橋（高山市） 

（一）大垣一宮線 羽島大橋（安八町～羽島市） 他 

（橋梁更新） （国）１５６号 尾神橋（高山市～白川村） 

                      （主）川島三輪線 藍川橋（岐阜市） 

（トンネル・洞門補修） 

（国）３６５号 上石津第１トンネル（大垣市） 他 

（施設点検） （国）２４８号 明和高架橋（多治見市） 

                 (一）曽井中島美江寺大垣線 鷺田橋（瑞穂市） 他 

 

○河川施設の「予防保全型」維持管理の推進 ［国・県］ 

・河川構造物が確実に機能するよう航空レーザ測量による計画的な維持管理を実施するとともに、「岐

阜県河川インフラ長寿命化計画」に基づき、予防保全型の維持管理を効率的かつ効果的に推進する。 

［主な整備箇所］ 

＜県事業＞ 阿多岐ダム（郡上市） 他 

 

○砂防施設の「予防保全型」維持管理の推進 ［県］ 

・砂防施設の高齢化に対応するため、「岐阜県砂防施設長寿命化計画」に基づき、施設点検及び補修・

改築を計画的に実施する。 

［主な整備箇所］ 行平谷（養老町）、竹原川（下呂市） 他 

・土石流を捕捉した砂防堰堤等においては、堆積土砂等の除去を適宜実施する。 
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（公共施設等の維持管理） 

○県有建物長寿命化の推進 ［国・県］ 

・「岐阜県県有建物長寿命化計画」に基づき、計画的な維持管理・更新を推進する。 

 

○県営住宅長寿命化の推進 ［国・県］ 

・「岐阜県公営住宅等長寿命化計画」に基づき、計画的な維持管理・更新を推進する。 

 

○県営公園の長寿命化の推進 ［国・県］ 

・「公園施設長寿命化計画」に基づき、計画的な維持管理・更新を推進する。 

 

（メンテナンスに関する人材の育成・確保） 

○メンテナンスに関する人材育成の推進 ［県・民間］ 

・県、岐阜大学、産業界が連携し、点検や補修に関する高度な技術を有する人材「社会基盤メンテナ

ンスエキスパート（ＭＥ）」や、地域の道路を見守る「社会基盤メンテナンスサポーター（ＭＳ)」

を養成し、効率的かつ効果的な維持管理を推進する。 

 

（市町村に対する技術的支援） 

○市町村に対する技術的支援 ［県］ 

・社会資本の高齢化が進む中、多くの市町村では技術職員不足等により維持管理に課題を抱えている

ことから、土木事務所における社会資本メンテナンス相談窓口などを活用し、引き続き市町村に対

する維持管理の技術的な支援を実施する。 
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重要業績指標（ＫＰＩ）一覧 

 

（１）交通・物流  ～交通ネットワークの強化～ 

指標名 現状値 目標値 

道路ネットワークの整備 

東海環状自動車道の県内供用率 71％ → 71％ 

(R1)   (R4) 

100％ 

(R6) 

「高速道路における安全・安心基本計画」で優

先整備区間に位置付けられた対象区間の四車線

化完成率 

0％ → 0％ 

(R1)   (R4) 

30％ 

(R6) 

主要な骨格幹線道路ネットワークの整備率 45％ → 46％ 

(R1)      (R4) 

50％ 

(R6) 

主要な骨格幹線道路ネットワーク上の県管理橋

梁における速やかな機能回復が可能な性能を目

指す耐震対策（フルスペック化）の未対策箇所

数 

152箇所 → 139箇所 

(H30)         (R4) 

94箇所 

(R6) 

緊急輸送道路以外で利用状況等から重要性の高

い県管理橋梁の耐震未対策箇所数 

10箇所 → 9箇所 

(H30)        (R4) 

6箇所 

(R6) 

県管理緊急輸送道路上の斜面の要対策箇所数 345箇所 → 203箇所 

(H30)     (R4) 

103箇所 

(R6) 

県管理道路斜面等の要対策箇所数 1,413箇所 → 1,249箇所 

(H30)      (R4) 

1,126箇所 

(R6) 

県管理道路のアンダーパスにおける排水設備補

修の要対策箇所数 

15箇所 → 10箇所 

(H30)         (R4) 

6箇所 

(R6) 

孤立・大雪対策の推進 

県有除雪機械の保有台数 107台 → 140台 

(R1)        (R4) 

155台 

(R6) 

 

（２）国土保全  ～河川、砂防、治山、火山等対策～ 

指標名 現状値 目標値 

総合的な水害・土砂災害対策の推進 

新五流域総合治水対策プランに基づく河川改修

済延長 

34km → 41㎞ 

(H30)      (R3) 

47km 

(R6) 

河川構造物の要耐震化施設数 3箇所 → 2箇所 

(H30)       (R4) 

0箇所 

(R6) 

平成 30 年７月豪雨で被災した津保川の緊急対策

による改修済割合 

0％ → 17％ 

(H30)     (R3) 

100％ 

(R6) 

「重要インフラの緊急点検」結果等を踏まえた河

積確保対策（掘削・樹木伐採）の実施延長 

0km → 44km 

(H30)   (R3) 

45km 

(R6) 

「重要インフラの緊急点検」結果等を踏まえた横

断工作物（堰、橋梁）の改良箇所 

0箇所 → 4箇所 

(H30)       (R3) 

10箇所 

(R6) 

想定最大規模の洪水浸水想定区域図及び水害危 0％ → 81% 100％ 
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険情報図に基づく洪水ハザードマップを改定・公

表した市町村の割合 

(H30)   (R3) (R6) 

「ぎふ川と道のアラームメール」登録者数 17,451人 → 18,643人 

(H30)     (R3) 

20,500人 

(R6) 

川を題材とした学習に取り組んだ延べ人数 15,139人 → 23,193人 

(H30)          (R3) 

39,000人 

(R6) 

土砂災害から保全される人家戸数 約 2.3万戸 → 約 2.38万戸 

(H30)     (R3) 

約 2.4万戸 

(R6) 

土砂災害を想定した防災訓練に参加した１市町

村あたりの延べ人数 

6,000人 → 2,234人 

(H30)    (R3) 

6,500人 

(R6) 

洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設におけ

る避難確保計画の作成率 

42％ → 95.9% 

(H30)    (R3) 

100％ 

(R6) 

土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設におけ

る避難確保計画の作成率 

44％ → 99% 

(H30)    (R3) 

100％ 

(R6) 

治山ダム等の整備・機能強化 

地域森林計画の「保安林の整備及び治山事業に関

する計画」に掲載されている治山事業の実施地区

数（累計） 

717地区 → 1,029地区 

(H30)    (R3) 

1,489地区 

(R6) 

流木捕捉式治山ダム工の整備（累計） 6基 → 11基 

(R1)   (R3) 

13基 

(R6) 

既存治山施設の機能強化対策（累計） 22基 → 27基 

(R1)   (R3) 

39基 

(R6) 

亜炭鉱廃坑対策の推進 

亜炭鉱跡防災対策における防災工事面積 47.46ha → 48.85ha 

(R2)   (R3) 

107.94ha 

(R6) 

 

（３）農林水産  ～災害に強い農地・森林づくり～ 

指標名 現状値 目標値 

農業用ため池の防災対策の推進 

地域防災力の向上に取り組むため池数(累計) － → 90箇所 

(R1)  (R4) 

270箇所 

(R7) 

農地・農業水利施設等の適切な保全管理  

基幹的農業用水路の健全度割合 － → 93％ 

(R1)   (R3) 

90％ 

(R7) 

農業用ため池や排水機場の改修等により、計画期

間内で優先的に湛水被害等のリスクを軽減する

農地面積の割合（累計） 

－ → 41% 

(R1)  (R4) 

100％ 

(R7) 

農地を守る地域共同活動を支援する面積（単年

度） 

28,569ha → 28,808ha 

(H30)     (R3) 

28,900ha 

(R7) 

総合的な鳥獣被害防止対策実施集落の割合（単年度） 85％ → 99％ 

(H30)     (R3) 

100％ 

(R6) 

都市農村交流の推進 

農林漁業体験者数（単年度） 211千人 → 159千人 300千人 
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(H30)     (R3) (R7) 

農業集落排水施設の機能保全 

農業集落排水汚泥リサイクル率（単年度） 60.5％ → 63％ 

(R1)    (R3) 

70％ 

(R7) 

農林道の整備 

耐震対策を実施する農道橋の数(累計) － → 2橋 

(R1)   (R3) 

8橋 

(R7) 

基幹的農道の整備率（単年度） 26％ → 33％ 

(R1)   (R3) 

65％ 

(R7) 

地域森林計画の「林道の開設及び拡張に関する計

画」に掲載されている林道にある橋梁など林道施

設の保全整備数（累計） 

10箇所 → 19箇所 

(R1)    (R3) 

20箇所 

(R6) 

災害に強い森林づくり 

水源林、渓畔林、奥山林等における環境保全の拡

大に向けた、間伐実施面積（単年度） 

1,615ha → 1,532ha 

(H30)    (R3) 

2,100ha 

(R8) 

市町村による間伐面積（単年度） 161ha → 277ha 

(R2)   (R3) 

3,500ha 

(R8) 

 

（４）都市・住宅／土地利用  ～災害に強いまちづくり～ 

指標名 現状値 目標値 

住宅・建築物の耐震化・防火対策の促進 

住宅の耐震化率 78％ → 83％ 

(H25)   (H30) 

95％ 

(R6) 

建築物耐震改修説明会等への参加者数（累計） 2,295人 → 12,259人 

(H30)     (R3) 

15,000人 

(R6) 

立地適正化計画の策定促進 

立地適正化計画策定市町村数 4市町村 → 8市町村 

(H30)     (R4) 

10市町村 

(R5) 

地籍調査の促進 

地籍調査進捗率 17.0％ → 18.1％ 

(H30)    (R3) 

23.0％ 

(R6) 

文化財の保護対策の推進 

国・県指定文化財のデジタルアーカイブ化実施率 0％ → 99％ 

(H30)   (R4) 

100％ 

(R6) 

環境保全の推進 

水源林、渓畔林、奥山林等における環境保全の拡

大に向けた、間伐実施面積（単年度）＜再掲＞ 

1,615ha → 1,532ha 

(H30)    (R3) 

2,100ha 

(R8) 

 

（５）保健医療・福祉  ～医療救護体制確保及び要配慮者への支援～ 

指標名 現状値 目標値 

災害医療体制の充実 
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ＤＭＡＴ訓練参加チーム数 27チーム → 7チーム 

(H30)      (R2～R4) 

18チーム 

(R2～R6) 

災害拠点病院等の耐震化の促進 

社会福祉施設等の耐震化率・老人福祉施設等 

（入所系） 

98％ → 98％ 

(H30)   (R3) 

100％ 

(R6) 

避難所環境の充実 

女性等の視点を踏まえた避難所補助金を活用し

た市町村数（累計） 

0市町村 

(R4) 

42市町村 

(R7) 

「清流の国ぎふ 防災・減災センター」による避

難所運営指導者養成講座養成者数（累計） 

2,325人 → 3,511人 

(H30)     (R4) 

5,800人 

(R6) 

福祉避難所の運営体制確保 

福祉避難所に関する市町村担当者向け研修会の

開催回数（累計） 

3回 → 5回 

(R1)   (R3) 

8回 

(R6) 

福祉避難所運営マニュアル策定市町村数 21市町村 → 27市町村 

(R1)     (R3) 

42市町村 

(R6) 

災害時健康管理体制の整備 

健康管理体制（保健活動）を整備する市町村数 6市町村 → 10市町村 

(R1)     (R3) 

42市町村 

(R6) 

社会福祉施設等への支援 

ＤＷＡＴ及びＢＣＰ策定に係る各種研修会や実

地訓練の実施回数（累計） 

27回 → 44回 

(R1)   (R3) 

67回 

(R6) 

 

（６）産業  ～サプライチェーンの確保・風評被害防止対策～ 

指標名 現状値 目標値 

ＢＣＰ等の策定支援 

ＢＣＰ及び事業継続力強化計画の策定支援事業

所数（累計） 

899事業所 → 1,505事業所 

(H30)      (R3) 

1,835事業所 

(R6) 

建設業ＢＣＭの普及・策定支援 

岐阜県建設業広域ＢＣＭ認定団体数 6団体 → 7団体 

(H30)   (R3) 

8団体 

(R6) 

本社機能の誘致・企業立地の促進 

県外からの本社機能の移転件数（累計） 9件 → 14件 

(H30)   (R3) 

21件 

(R6) 

 

（７）ライフライン・情報通信  ～生活基盤の維持～ 

指標名 現状値 目標値 

総合的な大規模停電対策の推進 

ライフライン保全対策事業実施面積（単年度） － → 21ha 

(H30)  (R3) 

12ha 

(R5) 

上下水道施設の耐震・老朽化対策の推進 

県営水道重要給水施設基幹管路の耐震適合率 86.5％ → 89.4％ 91.0％ 
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(H30)    (R3) (R6) 

県営水道地域間相互のバックアップ機能率 82％ → 82％ 

(R1)   (R3) 

100％ 

(R6) 

上水道の基幹管路の耐震適合率 38.6％ → 40.1％ 

(H30)    (R3) 

44.3％ 

(R7) 

地震対策上重要な下水管きょにおける地震対策

実施率 

69.8％ → 71.0％ 

(H29)    (R3) 

73.0％ 

(R6) 

合併浄化槽への転換促進 

汚水処理人口普及率 92.4％ → 93.7％ 

(H30)    (R3) 

95.0％以上 

(R7) 

分散型電源としての再生可能エネルギーの活用 

小水力発電施設の適正な運営に向けた支援の回

数(累計) 

－ → 6回 

(R1)  (R4) 

11回 

(R7) 

 

（８）行政機能  ～公助の強化～ 

 【行政】 

指標名 現状値 目標値 

災害初動対応力の向上 

災害マネジメント支援職員養成数 28人 → 39人 

(R1)   (R3) 

42人 

(R6) 

防災拠点機能の強化 

実践的な支援物資輸送訓練実施回数（単年度） 1回 → 2回 

(H30)   (R4) 
毎年度実施 

市町村の物資輸送に係る受援計画策定数（累計） 3市町村 → 8市町村 

(R1)    (R3) 

42市町村 

(R6) 

浸水が想定される総合庁舎のうち対策実施済み

総合庁舎箇所数 

1箇所 → 2箇所 

(R1)    (R3) 

6箇所 

(R5) 

住民への情報伝達の強化と伝達手段の多様化 

想定最大規模の洪水浸水想定区域図及び水害危

険情報図に基づく洪水ハザードマップを改定・公

表した市町村の割合＜再掲＞ 

0％ → 81％ 

(H30)  (R3) 

100％ 

(R6) 

「ぎふ川と道のアラームメール」登録者数 

＜再掲＞ 

17,451人 → 18,643人 

(H30)     (R3) 

20,500人 

(R6) 

手話通訳者統一試験合格者数（累計） 20人 → 34人 

(R1)   (R3) 

42人 

(R5) 

要約筆記者（手書）統一試験合格者数（累計） 49人 → 51人 

(R1)   (R3) 

61人 

(R5) 

要約筆記者（ＰＣ）統一試験合格者数（累計） 23人 → 25人 

(R1)   (R3) 

32人 

(R5) 

盲ろう者通訳・介助者養成人数（累計） 

 

287人 → 295人 

(R1)    (R3) 

310人 

(R5) 

Ｎｅｔ１１９緊急通報システムの導入消防本部 － → 18消防本部 20消防本部 



 

４６ 

 

数 (H30)        (R4) (R6) 

【警察・消防】 

指標名 現状値 目標値 

災害対応力強化のための資機材整備 

消防団が使用する救助用資機材の整備数 2,635台 → 4,527台 

(H30)         (R3) 

5,081台 

(R6) 

警察庁舎等の整備・耐災害性強化 

基幹防災拠点としての警察施設整備率 60％ → 60％ 

(H30)   (R4) 

100％ 

(R9) 

非常用発電設備の増強及び浸水対策等実施箇所

数 

0箇所 → 4箇所 

(H30)    (R4) 

7箇所 

(R6) 

交通信号機等の耐災害性の強化 

可搬式発動発電機接続対応信号機の整備数 1,075基 → 1,797基 

(H30)     (R3) 

2,734基 

(R7) 

信号機電源付加装置の整備数 64基 → 85基 

(H30)   (R3) 

105基 

(R7) 

老朽コンクリート製信号機柱の検査及び建替更

新数 

392本 → 962本 

(H30)    (R3) 

2,100本 

(R6) 

消防団員、水防団員等人材の確保・育成 

消防団員の条例定数に対する充足率 92.9％ → 88.5％ 

(R1)    (R4) 

98.0％ 

(R6) 

専任水防団員数 2,318人 → 2,301人 

(H30)     (R3) 

2,348人 

(毎年度) 

 

（９）環境  ～廃棄物及び有害物質対策～ 

指標名 現状値 目標値 

災害廃棄物対策の推進 

災害廃棄物処理図上演習への市町村担当者の参

加者数（累計） 

46人 → 127人 

(R2)   (R4) 

220人 

(R8) 

有害物質対策の検討 

岐阜県大気測定局の設置数 18箇所 → 19箇所 

(R1)    (R4) 

20箇所 

(R5) 

 

（10）リスクコミュニケーション／防災教育・人材育成 ～自助・共助の底上げ～ 

指標名 現状値 目標値 

防災教育の推進 

災害や緊急時の備えができている人の割合 75.3％ → － 

(R1) → (R4) 

75％ 

(毎年度) 

ハザードマップにより地域の危険性を把握して

いる人の割合 

－ → 60.5％ 

(H30)  (R4) 

75％ 

(R6) 
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災害の種類に応じた避難場所・避難経路を把握し

ている人の割合 

－ → 56.8％ 

(H30)  (R4) 

75％ 

(R6) 

「広域防災センター」年間利用者数 4,800人 → 895人 

(H30)   (R3) 

7,000人 

(R6) 

異なる危険を想定した命を守る年間３回以上の

訓練実施率 

小学校 82.7％ → 95.8％ 

中学校 71.1％ → 92.0％ 

高校  26.3％ → 81.8％ 

(H29)    (R4) 

小学校 100％ 

中学校 100％ 

高校  100％ 

(R5) 

川を題材とした学習に取り組んだ延べ人数 

＜再掲＞ 

15,139人 → 23,193人 

(H30)          (R3) 

39,000人 

(R6) 

住民主体での避難対策の強化 

災害・避難カード作成事業実施市町村数 3市町村 → 29市町村 

(H30)    (R3) 

42市町村 

(R6) 

想定最大規模の洪水浸水想定区域図及び水害危

険情報図に基づく洪水ハザードマップを改定・公

表した市町村の割合＜再掲＞ 

0％ → 81％ 

(H30)   (R3) 

100％ 

(R6) 

南海トラフ地震臨時情報の認知度 0％ → 33.4％ 

(H30)  (R4) 

75％ 

(R6) 

南海トラフ地震臨時情報発表時に備えた防災訓

練の実施市町村数 

－ → 8市町村 

(H30)   (R3) 

39市町村 

(R6) 

要配慮者支援の推進 

「事前に避難行動要支援者名簿情報の提供につ

いて同意を得た方を対象とした個別避難計画」の

策定市町村数 

4市町村 → 20市町村 

(H30)     (R4) 

42市町村 

(R6) 

洪水浸水想定区域内の要配慮者利用施設におけ

る避難確保計画の作成率＜再掲＞ 

42％ → 95.9％ 

(H30)   (R3) 

100％ 

(R6) 

土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設におけ

る避難確保計画の作成率＜再掲＞ 

44％ → 99.0％ 

(H30)   (R3) 

100％ 

(R6) 

防災人材の育成 

「清流の国ぎふ 防災・減災センター」による清

流の国ぎふ防災リーダー育成講座受講者数（累

計） 

680人 → 1,247人 

(H30)    (R4) 

1,700人 

(R6) 

「清流の国ぎふ 防災・減災センター」による災

害図上訓練指導者養成講座受講者数（累計） 

1,099人 → 1,144人 

(H30)    (R4) 

2,700人 

(R6) 

「清流の国ぎふ 防災・減災センター」による避

難所運営指導者養成講座養成者数（累計） 

＜再掲＞ 

2,325人 → 3,511人 

(H30)    (R4) 

5,800人 

(R6) 

防災士の育成数（累計） 5,993人 → 7,411人 

(H30)    (R3) 

10,000人 

(R6) 

外国人防災リーダーの確保数（累計） 9人  

(R4)  

26人 

(R8) 

コミュニティ活動の担い手養成 

地域の課題解決応援事業参加者数（累計） 258人 

(R3) 

1,290人 

(R9) 
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建設業の担い手育成・確保 

高校新卒者の就職者に占める建設業への就職者

の割合 

7.1％ → 9.1％ 

(H30)    (R3) 

7.1％ 

(毎年度) 

 

（11）官民連携 ～民間リソースを活かした対応力強化～ 

指標名 現状値 目標値 

支援物資供給等に係る官民の連携体制の強化 

実践的な支援物資輸送訓練実施回数＜再掲＞ 1回 → 2回 

(H30)   (R4) 
毎年度実施 

救出救助に係る連携体制の強化 

関係機関参加の総合防災訓練の実施回数 1回 → 1回 

(H30)   (R3) 
毎年度実施 

災害ボランティアの受入・連携体制の構築、支援職員の養成 

災害ボランティア支援職員向け研修会の開催回

数（単年度） 

2回 → 3回 

(R1)   (R4) 
毎年度実施 

 

（12）メンテナンス・老朽化対策 ～社会インフラの長寿命化～ 

指標名 現状値 目標値 

社会資本の適切な維持管理 

一巡目の定期点検(H26～H30)で早期に措置を講

ずべき状態とされた橋梁の対策を実施した割合 

35％ → 86％ 

(H30)      (R4) 

100％ 

(R6) 

「岐阜県河川インフラ長寿命化計画」の健全度評

価結果を踏まえた対応済（「措置段階」以外）の

割合 

100％ → 100％ 

(H30)   (R3) 

100％ 

(毎年度) 

「岐阜県砂防施設長寿命化計画」に基づく補修・

改築の完了率 

51％ → 77％ 

(H30)      (R3) 

100％ 

(R6) 

メンテナンスに関する人材の養成 

社会基盤メンテナンスエキスパートの養成人数

（累計） 

473人 → 603人 

(H30)    (R4) 

650人 

(R5) 
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見直した指標 

 

 施策の進捗状況や情勢の変化等を踏まえた指標の見直しを行い、目標達成により５指標を削除した。

また、目標達成や目標年度到達等により１２指標の変更を行った。 

指標の削除 

施策分野 指標 現状値 目標値 理由 

交通・物流 
県管理道路上のトンネル LED 化

の要対策箇所数 

16 箇所 

（R4） 

19 箇所 

（R6） 
目標の達成 

交通・物流 
県内道路における無電柱化整備

の着手箇所数 

2 箇所 

（R4） 

2 箇所 

（R4） 
目標の達成 

国土保全 
県内民有林の航空レーザ測量・微

地形図の作成面積 

9,227km2 

（R4） 

9,227km2 

（R4） 
目標の達成 

行政機能 

地域防災計画で防災拠点として

位置付けられた県管理道路上の

道の駅におけるトイレの非常用

電源設備等の整備箇所数 

10 箇所 

（R4） 

10 箇所 

（R4） 
目標の達成 

行政機能 
救急消防援助隊岐阜県隊の登録

隊数 

149隊 

（R4） 

149隊 

（R5） 
目標の達成 
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指標の変更及び目標値、目標年度の変更 

施策分野 指標 AP2022 AP2023 理由 

現状値 目標値 現状値 目標値 

国土保全 流木捕捉式治山ダ

ム工の整備 

11 基 

(R3) 

11 基 

(R6) 

11 基 

(R3) 

13 基 

(R6) 

目標達成による新たな

目標値の設定 

国土保全 亜炭鉱跡防災対策

における防災工事

面積 

47.46ha 

（R2） 

107.48ha

（R6） 

48.85ha 

（R3） 

107.94ha

（R6） 

対象面積の精査による

目標値の変更 

農林水産 農地を守る地域共

同活動を支援する

面積（単年度） 

28,569ha 

（H30） 

28,800ha

（R6） 

28,918ha 

（R1） 

28,900ha

（R7） 

ぎふ農業・農村基本計

画の目標値との整合 

農林水産 農林漁業体験者数

（単年度） 

211千人 

（H30） 

280千人 

（R5） 

214千人 

（R1） 

300千人 

（R7） 

ぎふ農業・農村基本計

画の目標値との整合 

保健医療・福祉 避難所運営マニュ

アル策定市町村数 

42 市町村 

（R4） 

42 市町村 

（R6） 

  

  

目標達成による新たな

指標の設定 

 

女性等の視点を踏ま

えた避難所補助金を

活用した市町村数 

  

  

0 市町村 

（R4） 

42 市町村 

（R7） 

保健医療・福祉 DMAT訓練参加 

チーム数 

0 

（R2～R3） 

30 

（R2～R6） 

7 

（R2～R4） 

18 

（R2～R6） 

新型コロナの影響で当

初見込んでいた訓練に

参加できなかったこと

による目標値の変更 

産業 BCP 及び事業継続力

強化計画の策定支

援事業所数 

1,288事業所

（R2） 

1,300事業所

（R6) 

1,505事業所

（R3） 

1,835事業所

（R6) 

目標達成による新たな

目標値の設定 

ラ イ フ ラ イ

ン・情報通信 

ライフライン保全

対策事業実施面積 

23ha 

(R2) 

12ha 

(R4) 

21ha 

(R3) 

12ha 

(R5) 

目標年度到達による新

たな目標値の設定（単

年度目標） 

環境 災害廃棄物処理図上

演習への市町村担当

者の参加者数（累計） 

88 人 

（R3） 

105人 

（R5） 

127人 

（R4） 

220人 

（R8） 

目標達成による新たな

目標値の設定 

環境 岐阜県大気測定局

の設置数 

19 箇所 

（R3） 

20 箇所 

（R4） 

19 箇所 

（R4） 

20 箇所 

（R5） 

目標年度到達による新

たな目標値の設定 

リスクコミュ

ニケーション

／防災教育・人

材育成 

地域活動の担い手

養成講座受講者数

（累計） 

279人 

（R3） 

500人 

（R6） 

  

  

事業統合による新たな

指標への変更 

 

地域の課題解決応援

事業参加者数（累計） 

  

  

258人 

(R3) 

1,290 人 

(R5～R9) 

リスクコミュ

ニケーション 

外国人防災リーダー育成

講座受講者数（累計） 

126人 

（R4） 

120人 

（R4） 

  

  

目標達成による新たな

指標の設定 

外国人防災リーダ

ーの確保数 

  

  

9 人 

（R4） 

26 人 

（R8） 



 

５１ 

 

 

 



 

５２ 

 

清流の国ぎふ憲章 

 ～ 豊かな森と清き水 世界に誇れる 我が清流の国 ～ 

 

 

岐阜県は、古来、山紫水明の自然に恵まれ、世界に誇る伝統と文化を育んで
きました。豊かな森を源とする「清流」は、県内をあまねく流れ、里や街を潤していま
す。そして、「心の清流」として、私たちの心の奥底にも脈々と流れ、安らぎと豊かさ
をもたらしています。 
私たちの「清流」は、飛騨の木工芸、美濃和紙、関の刃物、 東濃の陶磁器

など匠の技を磨き、千有余年の歴史を誇る鵜飼 などの伝統文化を育むとともに、
新たな未来を創造する源になっています。 
私たち岐阜県民は、「清流」の恵みに感謝し、「清流」に育まれた、自然・歴

史・伝統・文化・技をふるさとの宝ものとして、活かし、伝えてまいります。 
そして、人と人、自然と人との絆を深め、世代を超えた循環の 中で、岐阜県の

底力になり、１００年、２００年先の未来を築いていくため、ここに「清流の国ぎふ憲
章」を定めます。 

 

 

「清流の国ぎふ」に生きる私たちは、 

 

   知 

清流がもたらした 
自然、歴史、伝統、文化、技を知り学びます 

 

   創 

ふるさとの宝ものを磨き活かし、 
新たな創造と発信に努めます 

 

   伝 

清流の恵みを新たな世代へと守り伝えます 
 
 
 

平成２６年１月３１日 「清流の国ぎふ」づくり推進県民会議 


